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第５回平成１９年３月定例会会議録（第６号） 

 

招集年月日 平成１９年３月２３日 

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後４時５８分 延会 

招集の場所 与謝野町議会会議場 
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       ６番  家 城   功      １５番  谷 口 忠 弘 

       ７番  伊 藤 幸 男      １６番  森 本 敏 軌 

       ８番  浪 江 郁 雄      １７番  今 田 博 文 

       ９番  井 田 義 之      １８番  糸 井 満 雄 

 

２．欠席議員 

      （なし） 
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      議会事務局長    森下 文夫    書 記    植松 ひろ子 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者 

      町 長    太田 貴美    代表監査委員    足立 正人 

      助 役    堀口 卓也    教 育 長    垣中  均 

      総 務 課 長    大下  修    教育委員長    白杉 直久 

      企画財政課長    吉田 伸吾    商工観光課長    太田  明 

      岩滝地域振興課長    小林 哲也    農 林 課 長    山﨑 信之 

      野田川地域振興課長    平野 勝彦    教育推進課長    土田 清司 

      加悦地域振興長    和田  茂    教 育 次 長    鈴木 雅之 

      税 務 課 長    和田 茂雄    下水道課長    小西 忠一 

      住民環境課長    藤原 清隆    水 道 課 長    芋田 政志 

      会 計 室 長    金谷  肇    保 健 課 長    佐賀 義之 

      建 設 課 長    坂本 典男    福 祉 課 長    岡田 康利 

 

５．議事日程 

  日程第 １  議案第３５号 平成１９年度与謝野町一般会計予算について 
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６．議事の経過 

（開会 午前９時３０分） 

議  長（糸井満雄） 予算の審議が始まりますが、きょうも１日大変ご苦労さんでございます。 

ただいまの出席議員は１８人であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 

議  長（糸井満雄） ただいまの出席議員は１８人であります。定足数に達しておりますので本日の会

議を開きます。 

     本日の会議はお手元に配布しております議事日程に従い進めたいと思います。 

     日程第１ 議案第３５号 平成１９年度与謝野町一般会計予算についてを議題とします。本案

については既に、提案説明は終わっておりますので、ただちに質疑に入ります。 

     質疑の方法はすでにお知らせしておりますように、一回の質問が１５分以内で４回まで質問が

出来ます。質疑にあたっての区分は設けませんので、歳入、歳出、全般で行っていただきたいと

思います。 

それでは、ただいまより質疑をお受けいたしたいと思います。 

質疑はありませんか。 

     伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） おはようございます。それではトップバッターで予算案に対する質疑を行いたい

と思っております。 

     まず初めに、本年度の予算編成についてはなかなか財政事情も非常に厳しい、特に国からの地

方財政対策が究極といいますか、非常に厳しい、全国でも市町村が苦情を言うという状況の中で

地方財政ですね、全国の市町村も大変な努力をされて予算編成をなさっているというのが実態で

はないかと。このことによって、地方の自治体も住民への負担増を押し付けるとか、こういうこ

とが広がっているという側面もうかがえます。ともあれ、今回の予算案については、実質的に太

田町長にとっても、本格的な予算ということが言えるのではないかというふうに思っております。 

     もう１点は財政的にも、これは後で野村議員のほうから解明がされると思うんですが、そうい

う点では非常に無駄を抑えて非常に努力しているという点が見えるんではないかというふうに思

っています。以上、そういう点もありますし、積極的な施策でいえば地域バスへの取り組みや、

それから学校、保育園の耐震対策の取り組み、それから福祉空間作りへの出発というあたりです

ね、こういった点は非常に積極的な施策が見られるということで評価をしておきたいというふう

に思っています。 

     それではこの点を踏まえて、特に私が気付きます今後の合併した新しい町で課題になっている

問題や、それから改善すべきではないかと思う内容を前向きに提案するような形で質問をしてい

きたいというふうに思っています。 

     第１点目の質問はこれは一般質問で昨年行ったわけでして、私自身も見解を述べてきた点です。

地域協議会の問題について伺いたいと思っています。もう一歩踏み込んで、一般質問では限界あ

りますので、細かい、というかもう少し指摘した内容をよりわかりやすくする意味で考えて質問

したいと思っています。 
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     そこで、この地域協議会というのはご存知のように、これからの新しいまちづくりにするうえ

で、いろんな側面があると思うんですが、ご存知のように町長自身もおっしゃっている住民が参

画するまちづくりだということをおっしゃっているわけで、ここは私どもも非常に共感をもてる

ところで、期待をしておるわけですが、同時に一方で非常に後ろ向きになるんですが、いわゆる

財政的にも非常にやっていけない、という側面が先ほど冒頭に言いましたように、市町村の運営

では大変な状況になっているという、そういう側面があるのではないかというふうに思っていま

す。その点で地域協議会、いわゆる住民がどう行政にかかっていくか、協力を得ていくか、一緒

に作っていくか、ここの立場が非常に大事だと。私は、この立場ですね、新しいまちをどうつく

っていくかというこの新しい角度ですね、前向きの立場でこれは非常に大事だというふうに思っ

ているわけですが、改めて、この地域協議会の位置付けの問題をはっきりしないと、今後のまち

づくりにとっては非常に難しいんではないかというふうに思うんです。この点で、こうして直接、

事前通告もなしにやるわけですから、あれですが、思いを、位置付け、どういうねらいを持って

いるかという点をお伺いしておきたいというふうに思っています。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 今、お尋ねの地域協議会、住民の方たちのまちづくりへの参画に関わっていく、

そうした中で、この協議会の位置付けということの問いでございますけれども、正直なところ非

常に悩んでいるというのが、正直なところでございます。といいますのは、３町が一緒になりま

した。そしてそれぞれのまちの中に自治区があります。その自治区の成り立ちも歴史も、また中

身も非常に違う状況です。自治区でございますので、自分たちの地域を自分たちの課題を、そう

した各区を通じて町に色々な提言をしたり、或いは要望したり、というふうな形で今まで進んで

きているわけでございますけれども、それとは違った形の地域協議会を作りたいと。それはどう

いうことかといいますと、それぞれの自分たちの地域にある課題を自分たちで見つけて、それを

解決していくにはどうしたらいいかということを、考えていただくそうした組織が地域協議会だ

というふうに思っております。ですから、位置付けとしては、ちょっと漠然とした言い方ですけ

れども、自分たちの課題を自分たちで見つけて、そしてその課題を自分たちでどうして解決して

いったらいいかという、そうしたことを考える組織、あるいはそれらについて行動をおこす組織

ではないかというふうに思います。そうしてきますと、そこの土地に住んでいるから、その土地

の組織に必然的に入っていく、そうした自治区とはちがった意味合いを持った組織だというふう

に思うんですけれども、なかなかそのへんのところが、本来でしたらその自主的な形で、こちら

からこういう形でやってくださいというのではなしに、その地域のなかで、あるいはいろんな組

織が横断的にいろんな課題を見つけて、そしてその課題を解決していく方法等を提案したり、あ

るいは解決していくために協力をして、パートナーシップでもって行政とやっていくというそう

いう形が本来だというふうに思いますので、その辺のところをどう、つくり上げていくかという

ことについては、やはりもっともっと、その地域協議会とは、というとこらへんを住民の方たち

と議論する、あるいはお互いにキャッチボールをするところから始めないと、単に組織ができた

という中では、何ら一歩も前に進まないのではないかなという、はっきり申し上げてそういう思

いを持っております。 

     そうした中で、各旧町単位にそういうものができれば、というふうに考えておりましたけれど
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も、与謝野町になりましたら、そうではなしにもっと大きいくくりの中で、地域という考え方で

はなしに、いろんな例えばNPOの団体だとか、それからそうではない任意の団体だとか、いろん

なその組織がありますけれども、それらの組織がむしろその地域の垣根を越えた、横断的な形で

みなさんの方が進んでいっているような、そんな感じさえいたしますので、今、もう一度地域協

議会とは、地域協議会という名前がいいのか、まちづくり協議会という名前がいいのか、少し、

正直なところ今私自身が方向性を打ち出すことに非常に、少し悩んでいるというのが正直なとこ

ろで、皆さん方の色んな意見を聞きながら、まちづくりに対するそうした思いを持っておられる

方たちのそうした集まりをどうつくり上げていくのか、皆さん方のご意見もぜひ聞きたいなとい

うふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 率直な町長の答弁をいただきまして、１つは私の思いますのにはですね、一般質

問でも基本的にその考え方は・・したつもりですが、地域協議会をどう位置付けるかという点で

いうと、要約すると私の意見では、結局さきほど冒頭に言いましたように、行政運営を新しい時

代にふさわしい形にどう進めていくかという側面が１つ。 

     それからもう１つは大事なのは住民の皆さんのいわゆる町長もおっしゃっている住民の行政参

画ですね、これをどう進めるか、この２つの側面を統一的に具現化する形で発展させる。これが

地域協議会の位置付けの基本になるんではないかというふうに思っております。その点で、今申

し上げたような形で地域協議会を具体的に進めるというのは、私は正直言って、ちょっと質問の

順番が狂ってくるかと思いますが、まず、住民がどう行政に参加する、というたときにはやはり

今までの区、自治会ですね、区や自治会の中で歴史的に今町長もおっしゃったように、歴史的に

５０年、それ以上も含めてずっとつくり上げてきた集落の自治というのがあるわけですね。ここ

が私はやっぱり基本になるだろうと。それを別の組織をつくるということでもっていくこと自身

にはやっぱり従来からやってきた、いわゆる区の運営や、そういうものがどうしてもギャップが

おこるというふうに思いますので、やはり区が基軸にならざるを得んだろうという、そのことに

ついては今後大きく変わっていくとか、いろんな課題の中で、またいろんな体験の中で時代の沿

線と共に変わっていくだろうということはありえると思うんですが、しかし当面、今一番大事に

するその二つの側面ですね。申し上げた、まちをどう進めていくかという、行政をどう進めるか

という面と、それから住民の皆さんのどう参加を勝ち取っていくか、ここが、この二つを統一的

にやるとしたらやはり現実的には区の中で長い歴史をもって日常的にあの人この人、ということ

がすぐにわかる、そして気心も知り合えたそういう集落単位といえば、やっぱり区であるという

ふうに思うんですね。 

     もちろん町長もおっしゃいましたが、旧町単位の区の運営方式のズレっていうのは明らかにあ

ります。それは私どもも区長さんなんかの声を聞いていると、非常に大きなギャップを感じてお

る、という点も率直にお聞きしています。私が言いたいのは基軸がやっぱり地域協議会、そうい

う役割を果たす地域協議会ならば区でやはりまず、試行を始めるべきではないかというふうに思

うんですね。 

     聞いてますと、区長さんなんかではやっぱり従来の延長でなんなっと新しいまちになったんだ

から、頑張らなきゃいけない、こういう気持ちは非常に持っているわけですね。そこにやっぱり
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はやく応えていく、ということがまず大事ではないかというふうに思うんです。改めてその点で

区長さんなんかの声を聞いていますと、明らかに今の町側がどういう方向になるんだろうという

点での、かなり不安も持っているわけで、私は２つ目の質問としてお伺いしたいのは、私は今の

区で基本的に地域協議会を立ち上げていくということが大事ではないかというふうに思ってるん

ですが、いかがでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 今の区で地域協議会を立ち上げていくべきではないかという点ですけれども、非

常にそれにはかえって無理が生じるんではないかなというふうに考えております。といいますの

は、先ほど言いましたようにそれぞれの歴史があって、それぞれのやり方でやっておられるわけ

ですし、それがまさしくその区の自治であって、それに対してひとつの網をかぶせると言ったら

おかしいですけど、またちがった形のものをその中からつくり上げていくということについては、

非常にかえってこう無理があるんではないかなというような気がいたします。それぞれにシステ

ムが出来上がっているわけですので、そうではなしに、むしろその地域協議会という考え方はそ

うした自分たちの地域のまさにそのいろんな課題を区長さんを通じて町へ上げていく、そしてそ

れに対してまた区長さんを通じて区へ返していくという、ひとつのこれは行政の手続き上のとい

ったらおかしいですけれども、そうしたかたちがすでにもう出来上がっておりますので、そうで

はなしにもう少し横断的にという考え方といったらおかしいですけれども、与謝野町の環境につ

いてみんなで考えようや、というようなそういう組織、あるいは教育のことについて考えていこ

うというようなそういう組織、いろいろとそういう自分たちの１つのテーマの中でまちづくりを

考えておられるそうした組織や人が、別に個人であっても構わないわけですけども、そういう方

たちが１つの協議会を作っていく、純な発想で物事を考えていけるような、むしろ私は初めは旧

町単位で、先ほど申し上げましたように、ひとつの今までの習慣がありますので、そういう旧町

単位で置くべきではないかなというふうに考えておりましたけれども、そうではなしに、もう少

し垣根を取っ払った形でのまちづくりを考えていくようなそういう協議会、むしろ地域協議会と

いうよりもまちづくり協議会と言った方がいいのかもわかりませんけれども、そうした組織を新

しいまちには必要としているんではないかなというふうに、ここ１年をやってみて、ひとつ考え

方がそういうふうに変わってきたといいますか、そういう気がしてならないわけです。 

     せっかく色んな新しい芽が、この新しいまちにできかかっている、それらがリンクしながらお

互いに教育の問題であったり、環境の問題であったり、もっと言えば人材育成の問題であったり、

色々とあると思うんですけれども、そうしたことを考えていくには、あるいは課題を見つけ出し

てそしてそれをお互いに協議しながら、リンクしながら新しいまちづくりを考えていく。そうし

た組織かということも必要ではないかなというふうな気がしてきております。 

     ちょっと的確にはものが申せないわけですけれども、そうしたまちづくりを考える組織という

ことが自然発生的に出来てくれば、仕掛けるといいますか、そういう音頭取りは必要かと思いま

すけれども、そういうものが生まれてくることがひとつの新しい前へ進める力になるんではない

かなというふうに、そういう考え方になってきているということでございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 今ちょっと答弁を聞いていて改めてはっきり・・してきたんじゃないかと思うん
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ですが、町長の思いの地域協議会というのは、私が描いているような意味での協議会とはちょっ

と違うんではないかと。いう感じをしていまして、私は町長もご存知だと思うんですが、合併後、

合併関連法との関係で地域協議会が生まれてきたという経過がありますね。べつに僕はそこにこ

だわっているつもりはない。ただ、それがひとつのこういうものを作らざるを得ない、もっと私

流に言いますと、合併で住民からのギャップが出てくる、批判がうける、これをどう解消するか

というのが政府の狙いとして地域協議会が作られた。これが本音でしょう。本質的なものです。

ただそれは組織の中で有効に我々は使おうというのが、私たちの立場です。できるだけ、それは

発展的に冒頭に言いましたように、住民の皆さんもいっしょにやれる、そういう声が届くような

行政運営ができないか、町の運営ができないか、これが核なんですね。今町長がおっしゃったの

は、例えば教育問題とか、環境問題で色んな課題のテーマがありますよね。これは・・・それと

は違う形でそういう協議の場を作ったらいいんではないかというように思ってるんです。 

     私が一番、先ほどから繰り返し言っているように、２つの側面。住民が行政参画をどう進める

かという、ここが１つ。それから町政運営をこれからより効率的で有効な民主的な運営をどうす

るか、この２つの側面を果たす役割としての地域協議会。こういう位置付けをしておりまして、

だから改めてそこは私はそういうふうに思っている、ということです。 

     入り口がこれだけ、ちょっと町長との認識が違うので、私の意見を述べながら、もし見解をい

ただいたら、と思っています。 

     時間がありませんから、要約して何点かを申し上げます。これは一般質問でも申し上げます。 

     １つは、やはり今住民の皆さんが庁舎に来て、いまだに迷っている、という問題は、どこに相

談に行けばいいかという問題ですよね。かなり慣れたんです。あそこに行けば、こうなるという

のはかなり知られました。しかし、振られるんですね。ですから、その意味で地域協議会の担当

も含めた地域振興課が全面的に各庁舎の窓口に立つ。総合窓口化ということを一般質問で言いま

したが、その立場で、私は地域振興課そのものを質的に見直す必要があるんではないかというふ

うに思っています。このことで、地域協議会の新しい絵を描いていくことが大事ではないかとい

うふうに思っています。これが１点。 

     それからもう１つは、もちろん町長もおっしゃったところで言うと、やっぱり今の区の皆さん

が、自治区ですね、の皆さんが、財源もない、色んな行政の課題がある。そしてイベントも地域

でやる。後でもちょっと述べますが、いわゆるコミュニティの事業で、教育委員会とのからみで

言うと、公民間活動の問題とかがあると。こういったときに、財源、人材がないという話をやっ

ぱり・・・ですね。それは当然のことで、その点で私は人的派遣も考えてはどうかと思ってるん

です。今の区に。そのことで、人的にも、財政的にも支援をして、そこにある範ちゅうの権限を

付与する。与えていくということが必要だと。もちろん、勝手に使いなさいというんではなくて、

地域振興課の担当も行き、その中で色々とまちづくりでの計画との関係、そういう整合性も調整

しながら進めていくというのは、手法として要るんですが、この、私は人材と財源、これが私は

どうしても、もちろん権限があるわけですけれども、これが必要だというふうに思っています。

こんなイメージで私自身が描いてるんですが、いかがでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 只今の伊藤議員さんの一番初めの、というか地域協議会の考え方、それは変わっ
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てないと思いますし、私自身もそういう形で進められたら、というふうに思ってやってまいりま

した。しかし、現実の問題として、ただいまの地域振興課がございますけれども、その中でそれ

ぞれその庁舎にないところの課の担当をしていたものが、地域振興課に入って、そしてその地域

の方がこられるのに対応しているわけでございますけれども、例えば福祉につきましても、福祉

といいましても子どもたちから、お年よりの方、また障害者、とか、ということで色んな分野が

あって、尋ねに来られましても、その担当が全てお答えできるようなオールマイティーにできる

ようなそうしたことにはなかなかなってないですし、またなり辛いということもあります。 

     それと、やはり３町が一緒になりまして、人員が退職したり、あるいは辞めていく中で段々と

人数が減っていく中で、窓口の対応もなかなか全ての課をクリアできる、そうした担当者を置く

ということが非常に難しくなってきている状況もございます。 

     そういう現実的なことを考えていきますと、人的な派遣をこの地域にしていくということ、ま

た、それらが権限を持ってやっていくということが、今の状況の中では非常に後ろ向きなような

形になるんですけれども、非常にそれが成り立ち難い、難しい状況に、たった１年ですけれども、

そういうことが見えてきたというのが現実でございます。そうした中で、さきほど言われました

ように、自治区それぞれの区のやり方も違いますし、非常に民主的なやり方で運営されている地

域もあれば、なかなか同じ自治区であっても祭りだとかそうしたものとの関わりの中でどちらか

といいますと、その地域の意見を吸い上げて、そしてそれを町へという、そういうことよりもお

祭をしていくためのそうした組織がそのまま自治区になっているようなかたちのところもござい

ますし、いろいろとそういう状況の中でむしろ色んなことを新たに取組むと。組織を広げていく

ということではなしに、やはりそうした今ある自治区の運営、あるいはそのやり方といいますか、

そうしたものをもう少し新しい形と言いますか、民主的な形で区民の方の意見を吸い上げること

ができるようなそんな区のやり方、運営の仕方等へまず持っていく必要があるんではないかなと

いうふうな、その両面から考えまして、先ほど申し上げましたような、別に作れば良い組織、と

いうふうにおっしゃいましたけれども、まずはそういう自治区の体制をもう少しきちっと整えて

いくようなことの方に力を入れ、そしてまた違う、そうした全町的な組織の協議会的なものを立

ち上げることの方が、今地域協議会を運営するということよりも必要ではないかなというふうな

考えから先ほど来申し上げているようなことを出させていただいたということでございます。 

     お答えにはなかなかならないんですけれども、非常にその辺で悩んでいるというのが現実でご

ざいます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 時間がありませんから、あと申し上げて終わりたいと思っているんですが、この

問題は私は非常に大事な問題で、すぐに結論を出すとかいうことでなくて、それはもう具体的に

まちづくりをどう進めるかという出発ですから、非常に大事な問題だと思うんです。ここは課長

会も含めて協議を尽くして、ぜひそこは具体化して欲しいと、いうふうに思います。 

     私の見解は先ほど述べたとおりです。問題は、課長だけじゃなくて、これは区長さんを含めて

区での論議も含めて返していって、より効果的な質の良い運営形態はどうなんだという探求をお

世話になりたいということを申し上げて質問を終わりたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 他に質疑はありませんか。 
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     森本議員。 

１ ６ 番（森本敏軌） それでは１９年度一般会計予算についてお尋ねがいたしたいというふうに思いま

す。 

     まず町長にお尋ねいたしたいというふうに思うわけですが、合併してはや１年が経過をいたし

たものでありますけれども、私昨年の６月の一般質問で合併効果の発揮についてということで、

お尋ねをいたしました。そういった中で、初年度としてまず合併効果として人件費について旧

３町の時よりも９．１％減になったということや、また普通交付税の合併補正による増でありま

すとか、特別交付税の包括支援などがあって合併効果が発揮されているというふうなご答弁があ

りましたし、このことは財政構造が強化されたのではなくて、交付税の嵩上げ措置によるもので、

普通交付税が５年または特別交付税が３年で打ち切られるという、無くなるということでまたさ

らに経常経費のこういったことで今さらに経常経費の５億円以上の削減が必要であるというふう

な答弁があったというふうに思っております。 

     平成１８年度は旧町の継続事業や福祉や一体感の推進など、事業展開が図られたというふうに

思っております。平成１９年度はいよいよ与謝野町として本格的なスタートの年になるというふ

うに思っているところでありまして、２年目の予算ですが、１０３億８００万円という３．１％

減の予算の編成をされたところでありますが、普通交付税の見直しでありますとか、特別交付税

の包括支援措置の減少など、歳入が減になっている中、基金の繰り入れなどでカバーされるなど、

厳しい予算編成だったというふうに思っております。 

     そういった中で、町長の平成１９年度の予算編成の指針が示されておりまして、それを見させ

ていただきますと、持続可能な発展に向けて行政の効率化や一体感の醸成をし、スクラップアン

ドビルドのうえに立って、町民の付託に応えるべくメリハリのつけた予算編成に臨まれたという

ふうに思っておりますけれども、合併をして２年目を迎え、合併支援措置のある間に足腰の強い

持続可能な行政基盤の強化とさらに一体感の醸成を図っていかなければならないというふうに思

っておりまして、さらに産業の振興でありますとか、福祉の向上でありますとか、色んな面に目

を配っていただいて、持続可能な与謝野町にもっていっていただきたいなというふうに思ってお

りまして、この平成１９年度の２年目となる予算というのは非常に重みがあるんではないかなと。

厳しい中でこうしてメリハリをつけて編成されましたこの予算につきまして、町長の思いとして、

今後のこれからの行政運営に対しましての思いとして町長のお考えというのをまず聞かせていた

だきたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 森本議員のおっしゃるように、大変この２年目の予算といいますのは新しいまち

になりまして、いよいよの予算でございます。そうした中で、当初予算を立てます中で、あれも

したい、これもしたい、あるいは皆さんの期待、合併したことによる期待に対してもぜひ応えて

いきたいというふうに思いましたけれども、何せ、おっしゃるとおり、非常に財政の厳しい中で

の予算編成となりました。 

     そういうところで、いろいろと各課からの要望も相当削ったところもございます。しかしそれ

は次の新しいものをつくり上げるためのひとつの見直し、という意味も込めまして、今までやっ

てきたからそれが必ずしも新しいまちでやっていくべきことなのかどうか、その辺の見直しをさ
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せる中で今回の予算編成を進めてまいりました。 

     平成１９年度から、もう今すでに入っていただいております１８年度１９年度に行政改革大綱

を策定しながら、また総合計画にそれらも生かした中で今後の１０年間の総合計画を立てる中で、

やはり財政をできるだけ早く安定をさせるということがやはり持続可能なまちづくりを進めてい

く上で大事なことでございますので、できるだけ無駄を省いた、先ほども申し上げましたように、

一旦見直しをかけて、そして新たな施策を取組んでいくというような方向での指示をして、今回

の編成をさせていただきました。 

     やはり合併をしていなければ、大変であっただろうなと思えることが合併した効果で、今非常

にある程度の優遇措置がある中で本当に必要なものが何なのかということを見極めた上で、今後

の１０年、２０年先の与謝野町の財政を見ていくということが大事であろうかと思いますし、お

かげさまで合併したことによります色んな厳しいことは厳しいですけれども、そうした効果とい

うものも、現実に感じられる、そうした状況であるかというふうに思います。 

     先日も特別交付金の方の内示をいただきましたけれども、おかげさまでそんなに心配していた

ようなこともなく、なんとかうまくやっていけば、財調を取り崩すことなく、がんばってやって

いけば、そうしたものも確保できるんではないかなというふうな見通しも若干出てまいりました

ので、こうした気持ちをもって合併しようがしようまいが、このまちの本当に懐にあった財政運

営を心がけて、その中で知恵や工夫を出しながらより効果的に配分ができるようなそうした形で

進めていきたいなというふうに考えておりますし、またそうした初年度でございますので、でき

るだけ今後の行政の運営を見極めた中で今しておかなければならないものを重点的な形で今回の

予算編成に当たらせていただきました。 

     なんとか、贅沢をしなければある程度の先が少しは見えたかな、というところまではいきませ

んが、なんとかこの１年がクリアしていけるんではないかなというふうな見通しが立ったという

ことでございます。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ６ 番（森本敏軌） 合併して財政的に楽になったというよりも、厳しくなったというアンケート結果

で、そんなデータが出ているというふうに思いますし、たしかに合併して財政的には楽になった

というふうな状況ではないというふうに思いますし、今年の予算を見せていただいても、基金も

繰り入れされて、それをカバーしておられるというふうな状況で、厳しい状況であるというふう

に思いますが、やっぱりこれから１０年２０年先になってもやっぱり与謝野町としてしっかりと

残れる、がんばれる自治体としてそういった方向に、今財政支援措置のある間に、さきほども申

し上げましたけれども、持っていく必要があるんではないかなというふうに思っておりまして、

町長もいろいろと頑張っていただいておる中で、ひとつひとつ一体感が醸成されていっていると

いうふうに思っておりますし、先だっても合併１周年記念があって、まちの花、木が制定され、

またまちの歌もできまして、徐々に一体感が醸成されてきているというふうに思うんですが、ま

だまだやっぱりまちの垣根といいますか、残っている部分があるように感じられます。一層この

点を取り除いて、１つのまちだという認識をもてるような、こういった行政運営がお願いしたい

なというふうに思っておりますし、その点ももう一度お尋ねしたいと思いますが。 

     あわせまして、この合併効果として、やっぱり職員の皆さんの政策形成能力の向上というのが
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一番大きな点だろうというふうに思うんですが、この１年を経過いたしましてそれぞれ適材適所

といいますか、適任場所といいますか、そういったこともある程度見えてきたんではないかなと。

町長にしては見えてきたんではないかというふうに思うんですが、この点で、やっぱり適材適所

で職員の皆さんがその能力を精一杯発揮していただけるというような状況が必要ではないかとい

うふうに思いますが、その点について町長のお考えをお聞きしたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 先だっても申し上げましたけれども、職員に対するいろいろとアンケートを取ら

せていただきました。また、直接職員との懇談ができるような場も持って、充分ではないですけ

ども、自分たちの思いのたけをそれぞれが書いて出してきてくれております。 

     先ほどおっしゃいました適材適所というのは非常に難しいところで、本人がしたいという仕事

が、はたしてそれが本人に本当に適しているのかどうか、というのとはまたこれ違ってきますの

で、そうした中でできるだけ本人の希望に合ったところに配置ができるようにしたいなとは思い

ますけれども、与謝野町の職員になってはじめから終わりまで同じ場所で、というのは特別な専

門職でない限りは、やはりいろんな場面を経験する。そのことが後の職員としての役割を仕事を

する上で非常に大きな力になるというふうにも思いますし、できるだけ新しく入った職員につい

ては色んな部署を・・・経験させてあげたいなというふうに思います。それによって、いろいろ

な経験を積む中で、よりよい職員として育っていくのではないかなというふうに思います。しか

し、こうして３つのまちが一緒になってまいりますと、職員の採用も限られてまいります。そう

してきますと、非常に専門職を配置しなければならないような場面が大変、だんだんとふえてま

いっております。そうした意味では、ある意味、自分の仕事が固定化していくというようなこと

にだんだんなるのではないかなというようにも思いますが、そうした本人たちの希望も入れた中

での人事をしていきたいなというように思っております。 

     今回、今年度はこの４月から幹部職の人事を中心にやりましたけれども、また６月ぐらいにも

う一度、もう少しそれぞれの思いを込めた人事をもう一度やりたいなというように今回は考えて

おります。そうした中で、やる気を持って仕事を進められる、そうした職員が一人でも多く育っ

てほしいし、また、持てる力を十分に発揮できるようなそういう職場環境をつくっていきたいな

というように考えております。 

     今回、そうした意味では、だんだん職員の数が少なくなっていく中で、今後やはりそれらと仕

事の量といいますか、それらに見合う適正な人員配置も今後、それらも引き続いての大きな課題

になるかというようにも考えております。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ６ 番（森本敏軌） 合併して１年ということで、それぞれ職員さんもいろいろと戸惑いがあったろう

と思いますが、一生懸命課長さん方、頑張っていただいているというように思っておりますし、

今後も一層、そうした能力をいっぱい発揮できるような、そういった態勢づくりもお願い申し上

げたいというように思います。

それから、次に、先ほど地域振興課のことをちょっと伊藤議員の方からもあったんですが、地

域振興課というのは、名前のごとく、それぞれの地域に振興を図っていくというような大きな意

味があるというように思うんですが、それぞれの庁舎に地域振興課がありまして、その庁舎にな
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い課のことも含めて、いろいろな面で住民サービスに当たっていただいているというように思う

わけですが、やはり今、福祉だとか、建設だとか、それぞれ専門分野になりますと、やはり今、

そのある庁舎が行かなければならないだろうというように思いますし、そういった面で、サービ

スの面から、若干、支障を来しているのではないかなというように思うんですが、そういった意

味で、やっぱり地域振興課は優秀な課長さんも据えていただいておりますし、その庁舎のトップ

としておられるというように認識しているのですが、やっぱりもうちょっと、地域振興課として

の力が発揮できるといいますか、一定の私は権限と、そくそういった、特に区長さんたちの要望

にこたえ得るような態勢といいますか、一定の権限と予算を一定つけて、すぐに対応できるよう

な状況が必要ではないかなというように思うんですが、町長、そこら辺のお考えはいかがでしょ

うか。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 地域振興課を設置いたしまして、当初、非常に私自身もどうかなというように思

っておりました。割合、住民の皆さんと地域振興課の関係というのは、ある程度、スムーズに進

んできて、当初心配したこと以上に地域振興課の職員も頑張って、そうしたことをしてくれたお

かげかなというように思っております。多くの皆さん方からも、地域振興課って何なんだという、

非常に疑問も多くあったでしょうし、また、それに対して、なかなか皆さんには見えにくかった

ところがあるかというように思いますが、この１年をたってみまして、先ほどおっしゃったよう

に、区の要望ということよりも、非常にその地域の緊急的な課題については、非常にすぐ昔あっ

てすぐやる課ではないですけれども、地域振興課が窓口になって、すべてそうしたものには素早

く対応してくれてきたのではないかなというように思いますし、権限や財源をということだけで

はなしに、そうした身近な課としての働きをしてくれたのではないかというように、一定の評価

も町民の皆さんからもいただいたんではないかなと思います。ただ、ほかの課と違いまして、非

常にびっちりと絶え間なく仕事をというようなところが若干ないものですから、ひまげに見えた

ようなことをお聞きしたりもいたしましたけれども、しかし忙しくなれば、集中的なあれもしま

すし、その庁舎にある他の課の手伝い等も一生懸命頑張ってしてくれていたようでございますの

で、そうした意味では、ある意味、役割が果たせたのではないかなと思いますが、今後の課のあ

り方については、先ほどの地域協議会等の話もございましたけれども、やはりこの国ではそうい

う形で言われておりますけれども、この与謝野町にとって、ある程度、少々の不便が出てくるか

もわからないですけれども、人員の配置等も考えた中で、今後の地域振興課のあり方も、この

１年をかけてでも、ある程度、考えていかなければならないのではないかなというように今思っ

ております。それだけではなしに、ほかの課も今一緒になっておりますような課についても、先

ほどのスクラップエンドビルトではないですけれども、ある程度、課の編成等の形ですか、それ

らも組織機構のあり方も、もう少し考える必要があるのではないかと、そういう課題も若干出て

きているのではないかなというように私自身は考えております。今どうということは申し上げら

れませんけれども、やはりこの１年ほどをかけて、じっくりとそれらも踏まえた中で検討はして

いきたいというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ６ 番（森本敏軌） 今、地域振興課の３人の課長さん方につきまして、特に表立ってそういった議会
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に対しましても質問も特にないというようなことで、影のところで一生懸命頑張っていただいて

いるというように思っておりますし、もうちょっと表に出て、見える形で頑張っていただいたら

なというように思っておりまして、またこの１年間、いい方向で住民に対しての対応ができます

ようにお願いをしておきたいというように思います。

     それでは、次に、歳入の町税についてお尋ねをいたしたいというように思います。資料の

１５ページなんですが、町税が２億４，０９５万円という１４．４％増で、税源移譲に伴いまし

て個人町民税の所得割が２億８８万５，０００円の増となっております。平成１９年１月から所

得税が４段階の税率を６段階に細分化し、６月から住民税が３段階の税率から一律１０％になり

まして、ほとんどの方は１月分から所得税が減りまして、その分、６月から住民税がふえること

というようになっております。しかし、税源の移しかえで所得税と住民税の負担は基本的に変わ

らないというように言われておるのですが、算定に当たって、住民税、所得税の控除の率当たり

も少し苦いますし、こういった点から、実際に全く同じ、変わらないというようなことになるの

か。そういった点につきましてお尋ねいたしたいと思います。

     町税につきましては、ことしから全納補助金がなくなったり、それから、それぞれの税によっ

て徴収月が変わってきたりということもありまして、住民の皆さんもまだまだそういった認識も

ないと思いますし、きょうテレビも入っておりますし、私の答弁ではなしに、住民に対しまして

も、そういった変わった点につきまして、お尋ねがいたしたいというように思います。

議  長（糸井満雄） 和田税務課長。 

税務課長（和田茂雄） ただいまの所得税から住民税への税源移譲のご質問について、私のわかる範囲で

お答えいたしたいと思います。これまでからいろいろな国並びに京都府、それから、町も含めて

いろいろな形で税源移譲のことにつきましては、昨年からＰＲしてきましたし、されてきました。

なかなか一般の納税者の方については、お聞きされる機会があっても、なかなか実感として受け

とめられていないむきがやっぱりたくさんあるのかなという印象は、私もちょっといろいろな場

面で感じております。税率が所得税の何段階か分かれておりまして、それから、住民税につきま

しても、これまでから３段階に分かれておったのが、今度、一律１０％になるということで、お

おむねほとんどの方については、所得税が減って住民税がふえるという基本的な構造になってお

ります。所得税と住民税とは基本的に所得控除の関係が基礎控除だったら所得税が３８万円、そ

れから、住民税だったら３３万円、それから扶養控除というか、そういうのについても一般の扶

養親族ですと所得税が３８万円、住民税が３３万円、５万円のそれぞれ差があると。障害者控除

等についても差があると。控除が所得税の方が手厚いというのが現在の仕組みでございます。そ

の辺の人的控除の関係につきましては、今度の法改正によりまして、その差を穴埋めすべく住民

税の方で手当して、それについては国で一定の措置を市町村に対して講じていくというような構

造になっておりまして、基本的には所得税と住民税とを合わせた個人さん、納税者の負担は変わ

らないというのが基本的な構造になっております。ただし、所得税が人的な控除の関係とか、所

得税がかかってなくて住民税がかかっているという方も中にはいらっしゃいますので、その方に

ついては、今度、所得税は今までかかってないし、これからもかからないと。それから、住民税

が５％から１０％に上がるというそこの部分が、ちょっと負担増になるというのですか、それは、

あるというように私は認識しております。人数はそんなに多いいうことはないんですけれども、
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その方以外については、基本的に所得税と住民税と合わせたものは負担は変わらないという構造

になっております。 

それから、これの広報につきましても、３月末までに各戸にリーフレットを全戸配布させてい

ただく予定もしておりますし、また、６月に納税通知書を納税者の方に通知させていただく中に

も、その辺のことについては、わかりやすい形でふれていきたいというように思っております。

それからまた、さらに、この２月の臨時議会でお認めていただきまして、集合徴収を廃止して、

これから税目ごとの単独徴収ということで、固定資産については５月にご案内することになりま

すし、それから、住民税と国民健康保険税につきましては、６月にご案内することになりますし、

その都度、ＰＲに努めていきたいと思っておりますし、また、これまでもできる限りのＰＲはさ

せていただいたつもりですけれども、今後もまたＰＲはさせていただきたいというように思って

おります。以上です。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ６ 番（森本敏軌） 今、説明いただいたんですが、確かに税率的には変わらへんというように認識し

ておるのですが、ただ今、先ほど課長から説明がありましたように、控除の額がちょっと若干違

うという点で、税額的にちょっと変わってくるのかなというように私は思っておったのですが、

基本的には変わらないということのようでありますし、こういったことも住民の皆さんに一層ご

理解いただきますように、広報の方もよろしくお願いいたしたいというように思います。

それから、税務課長にもう１点お尋ねするんですが、今回、そうした集合徴収からいろいろど

税目的に徴収がされる、そういった中で全納褒賞金もなくなるということで、若干、そうした納

税に対する思いといいますか、滞納といいますか、そういったことが考えられるというように思

うんですが、これまでの大変多くの滞納金があるというように思っておりますが、昨年、職員さ

ん総出動というんですか、徴収班を編成されまして取り組んでいただいたというように思ってお

りまして、そういった成果も上がってきておるのではないかというように思うんですが、今後、

やっぱり滞納につきましては、一層の余力していただいて、滞納がなくなるように頑張っていた

だかなければならないというように思っておりまして、やっぱりそして払わない人がいるという

のは、払う方にとったら、払わんでもいいのかというような考えにもなりますので、そういった

滞納整理と言いますか、そのあたりの課長の思いをお聞かせいただきたいなというように思いま

す。

議  長（糸井満雄） 和田税務課長。 

税務課長（和田茂雄） ただいまの滞納整理について、今後の取り組みについてのご質問についてお答え

いたしたいと思います。新町に繰り越された１７年度決算では、住民税、固定資産税、町税と、

それから、国民健康保険税を合わせまして３億ちょっとの滞納繰越額がございまして、非常に大

きな額だというご指摘もこれまでから議会の中でもご指摘を受けておりました。それについて、

基本的な考え方については、一般質問等で町長の方から基本的な考え方については申し上げてい

ただいております。繰り返しになりますけれども、基本的には、ほとんどの方が自主的に納めて

いただいていると、大多数の人ね。それ実質的に納めていただくということが大原則であると。

中には、滞納になる方がいらっしゃると、その方に対してどうするかということが一番大きな問

題に、税負担公平の原則が大原則でございますので、それを実現するためには、滞納対策という
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をどうするかということが今、非常に大きな課題として税務課は抱えているところでございます。

合併後、基本的に滞納者に対して、納付、滞納がこれだけありますと、納めてくださいと、それ

から一編に納めれないのだったら計画的に誓約書を書いて、計画的にきちっと納めてくださいと

いうお願いをしまして、一定、誓約書も集まっております。それが誓約に基づいて、月々、幾ら

ずつという形で納めていただいている方もふえてきてはおります。ただし、まだそういった誓約

書の提出に応じておられない方もいらっしゃいますし、それから、連絡がつかないかと、そうい

う方とか、倒産してもう資産がないとか、いろいろな滞納者には、それぞれ千差万別と言います

か、実態が非常に個々違います。それで、それらに今後の課題といたしましては、１件、１件し

っかり状況を把握して、それぞれに適切な処分、具体的に申し上げましたら、財産の差し押さえ

という形になってくるかと思います。そういった個々の滞納案件に対して、これからしっかりと

した調査をして、やるべき手段をとっていくという段階に踏み込んでいくということに税務課で

はしておりますので、残念ながら、この一年ふり返りまして、合併事情もありまして、税務課を

その日、その日の業務でちょっとおわれている面がありまして、腰を据えた滞納整理対策が手が

行き届いていなかったという反省をちょっと私はしておりまして、１９年度はその辺をきちっと

整理できると思いますので、今後、腰を据えた滞納対策を進めていくことになるというように思

っております。以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ６ 番（森本敏軌） それなりに頑張っていただいているというように思うんですが、今、お話し聞き

ますと、１８年度はなかなか徹底してできなかったというようなことで、１９年度はそういった

点で取り組んでいきたいということでありましたので、特に、やっぱり税というのは、不公平感

があってはいけない、やっぱりだれも払っていただかなければならないということでありまして、

中にはどうしても払えないという方もあるでしょうけれども、やっぱり毅然とした態度で、これ

から滞納整理に当たっていただきたいというように思っております。 

     それから、時間がありませんので、企画財政課長にお尋ねしたいというように思うのですが、

地方交付税について、それまでに税源移譲によりまして、個人住民税の所得割が２億８８万

５，０００円の増、それに対しまして所得譲与税が１億７，２６８万５，０００円の減というこ

とで、実質、税源移譲としては、２，８２０万円の税源移譲というように理解したらいいのか、

その点、最後にお尋ねしたいというように思います。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。 

     ご承知のように、今回の税源移譲につきましては、三位一体の改革がございました。国庫補助

負担金の見直し、縮減でございます。それから、地方交付税の見直し、税源移譲、この３点セッ

トで進められてきまして、暫定的に税源移譲分を地方譲与税の中の所得譲与税ということで整理

をしたものでございますが、平成１９年度から本格的に税源移譲が始まるということで、所得譲

与税につきましては、すべてなくなるということでございます。従いまして、今、森本議員さん

が指摘されました、そういう理解で結構かというように思っております。 

議  長（糸井満雄） それではここで休憩をとりたいと思います。 

     ただいま４０分でございますので、５５分まで休憩をいたします。 
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（休憩 午前１０時３９分） 

（再開 午前１０時５５分） 

議  長（糸井満雄） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

引き続き、質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 

浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） それでは、質疑に入ります前に、お許しをいただき、一言申し上げさせていただ

きます。 

今さらではございますが、早いもので合併より１年がたちました。先日、合併１周年記念式典

がわーくぱるにて行われました。式典の中で町のうたが披露され、また記念植樹が行われました。

本当におめでとうございます。私事ではございますが、町民の皆様に議会に送っていただき、あ

と１カ月足らずで１年がたちます。至らぬ点など数多くありましたが、町民の皆様の代表としま

して、議員の責任の重さを改めて再確認していてるところでございます。今よりは一層努力をい

たしまして、与謝野町のために尽くしていく所存でございます。 

それでは、１９年度一般会計予算の質疑に入らさせていただきます。はじめに、予算全般につ

いて町長にお伺いいたします。今回の予算編成に当たり、旧野田川町のときとは違い、合併によ

りますメリット、またデメリットなどあったかと思います。ご苦労なさった点、また、町民の皆

様に自信を持って伝えることなどありましたらお聞かせください。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 議員の皆さん、あるいは町民の皆さんのおかげで、昨日も１周年記念事業をさせ

ていただくことができました。本当にこの１年間、あっという間の１年間だったというのが正直

な気持ちです。苦労があったとか、なかったとかいうことは、特別ございません。ございません

言うたらおかしいですけれども、と言いますのは、前に向かって走るのみでございますので、そ

うした意味では、ある意味充実した１年ではなかったかなと思います。新しいまちになって取り

組むべきことがたくさんありましたけれども、一つひとつ何とかクリアをし、今日まできたなと

いうのが一つ大きな実感でございますし。それには一番当初より心配しておりました３町のまち

が一緒になりますので、いろいろと先に合併されたところのお話を聞いておりますと、非常にい

ろいろな難しい問題が与謝野町以上にたくさんあったようにお聞きをしておりましたけれども、

皆さんの協力のおかげで、何とかそれも徐々にではありますけれども、ごあいさつの中でも申し

上げましたけれども、一つひとつお互いに一体感を持つ、あるいは融和を図る、そういうことが

醸成されつつあるなというように思っておりますし、そのことについても、感謝をしております。

自分たちのまちは、自分たちでつくるんだという思いが、本当に町民の皆さんの中にもいろいろ

な問題はあるかと思いますけれども、皆さんが前向きな形で、いろいろと取り組んでいただいて

おりますことについて、本当にうれしい限りでございます。これから、当然、いろいろとまだま

だ歴史を重ねていく中で、それらが醸成されてくるものだと思いますけれども、できるだけ早く、

そうした垣根を取って、一つのまちとしてのアイデンティティといいますか、そうしたものが確

立できるように、今さらながら改めて決意なり、覚悟をしたところでございます。お答えになら

ないかと思いますけれども、そういう意味ではぜひ今後においても、皆さん方のご協力をぜひお

願いをしたいというように考えております。 
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議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） 町長、昨年地域懇談会を全町で開催されました。大変多くの方が参加されまして、

その中で、地区の方から要望なり、提案なりあったと思います。今回の予算にそのような声が反

映されているところがありましたらお聞かせください。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 具体的にと申し上げますと、やはり地域懇談会でいろいろと出ておりましたのは、

やはり地域交通のあり方について、やはり過疎、あるいは少子・高齢化の進む中で、住民の方の

足の確保ということが非常にいろいろな場面でも出てまいりました。そのことについては、まだ

結論は出しておりませんけれども、それらを受けて、そうした検討委員会を立ち上げて、今も検

討をしているところで、その答えがまた出てくると思いますし、それらをもとにしていこうとい

うこと。それから、取りわけ、福祉の施策について、やはりご心配をされる声が多々ございまし

た。そうした中で、先立って、若干ご説明申し上げましたけれども、安心・安全どこでもプラン

ということで、地域のところで地域の方々がいろいろな福祉施策を受けることができる、またそ

れもいろいろな段階の、あるいはいろいろな形での福祉施策が受けることができると同時に、仕

事といいますか、障害のある方も働く喜びが持てるような、そうした考え方を盛り込んだプラン

を立てさせていただきました。やはりそれらを一つひとつ実現していくことが、よりよい与謝野

町の福祉空間をつくることになるのではないかなと思っておりますので、それらを進めていきた

いというように思っております。 

     それから、もう一つ、先日、広報広聴のそうした研究大会がありまして、与謝野町の有線テレ

ビの安全の給食化や、加悦谷学校給食センターの取り組みのビデオといいますか、その映像が知

事賞になりました。そうした中で、やはり今後、この与謝野町として、やはり同じ情報を共有す

るということが一体感を育てる、あるいはそういうことには大変重要な手段ではないかと思いま

すので、それらについて、やはり今後どういう形で町民の方たちの情報を共有することが一番い

いのかということについても、早くそれらについてはもう少し突っ込んだ形で具体化できるよう

な、そうした検討に入るような、そういう組織も立ち上げたいなというように考えております。

それらについて、今後の与謝野町をいいまちにしていく、大きな課題ではないかなというように

考えておりますので、それらについて、多少なりとも予算の中に反映させていきたいというよう

に思いますし、今回、それらについて、若干なり予算をつけております。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） 企画財政課長にお伺いいたします。 

総務省の平成１９年度地方財政対策の中で、地方自治体が過去に高い金利で借りた財政融資資

金など、一定の条件を満たせば保証金なしで繰上償還できるようになったとあります。対象は財

政状況が悪化し、徹底した総人件費の削減などを内容とした財政健全化計画を策定、抜本的な行

政経営改革に取り組む自治体で、金利面５％以上の借り入れに限り認めるとあります。企業債な

どもありますけれども、この与謝野町での対応というのか、それをお伺いいたします。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 浪江議員さんご質問のいわゆる政府資金等の保証金なしの繰上償還でござい

ますけれども、今、議員さんご指摘のとおり、その条件といたしましては、まず一つ目に行政推
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進法を踏まえた行政改革、経営改革の実施が確実であるということ。２つ目が、繰上償還の対象

地方債事業の経費を明確に区分できること。３つ目が、財政健全化計画、公営企業経営健全化計

画を定め公表すること。４つ目が、最終的な住民負担の軽減内容が明らかにされること。この

４条件に合致すると認められるものについて、繰上償還を認めるというものでございます。そこ

で、どのよう普通会計債が繰上償還が認められるかと言いますと、実質公債比率１５％以上、当

町が１５．９％でございますので、実質公債費比率１５％以上の団体につきましては、金利６％

以上が対象になるということでございます。 

     そこで、与謝野町にどの程度、その資金があるかと言いますと、金利が６％を超え、６．５％

以下のものが８，５４３万３，１１９円ございます。６．５％を超え、７．０％以下が

２，４１８万３，７６６円でごさいます。合計で1億９６１万６，８８５円、これだけの起債の

残高があるということでございます。ただ、今回の場合は、繰上償還でございまして、いわゆる

低金利への借りかえではないということでございます。繰上償還をしようと思いますと、この

１億９００万円なにがしの金額を、これを用意しなければならないと。そこで、この金額を繰上

償還した場合、効果はどれほどのものかということでございますが、正直申し上げまして、そこ

までまだはじいてはおらんのでございますけれども、残っております償還期間が３年か４年程度

ということでございます。これだけ金利の高いやつにつきましては、かなり前の年度に借り入れ

しておるということでございます。これが借換債ならすぐに飛びつくわけでございますけれども、

一応この金額が果たして準備できるかどうかという問題もございます。従いまして、今のところ

繰上償還に取り組むという結論は出しておりませんけれども、しかしちょっと検討はさせていた

だきたいと、このように考えているところでございます。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） 繰上償還の利益につきましては、最終的には住民負担の軽減になると思います。

例えば、水道とか、下水道とか、そちらの企業債の方は利用料の方にまた還元できるのではない

かと思います。また、その辺も検討をしていただきたいと思います。 

     次に、この予算書の資料の１７ページになります。自主財源と依存財源の構成比率についてお

伺いいたします。ご案内のとおり、自主財源は１８年度が２６．６％、１９年度が３１．１％、

依存財源が１８年度では７３．４％、１９年度は６８．９％で、４．５％逆転しております。町

税、地方交付税の増減が主なようでありますが、それぞれの要因と、また今後の推移はどのよう

に予測されておりますかお伺いいたします。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 浪江議員さんご指摘のように、自主財源比率は平成１８年度に比べまして上

昇をいたしております。３１．１％ということでございます。町税が１８．６％と構成比をあげ

ております。これにつきましては、税源移譲がございまして、いわゆる所得譲与税から徴税の方

にふりかわった、依存財源から自主財源に振りかわったということでございます。そういったこ

とで町税の構成比がふえたということでございます。全体的に、５ポイント程度上がっておるわ

けでございますが、もう一つ、大きな要因といたしましては、町税と、それから下から４つ目で

すね、繰入金でございます。１８年度が０．４だったのが２．４、２％上がっているということ

でございます。これは自主財源比率が上がったと申しましても、決していい傾向ではないと。な
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ぜなら、平成１８年予算は、財政調整基金だとか、減債基金だとか、そういったものから繰り入

れをせずに予算を計上していたということでございます。貯金を出して、予算に計上するだけで

す。貯金は自分のものでございますので、そこから出してまいりますと自主財源だということに

なるわけですけれども、いわゆる財源が足らないから、繰り入れをしたということでございます

ので、この繰入金の自主財源比率が上がったということは、これは決していいことではないとい

うことだというように思っております。 

今後の見込みといたしましては、一定税源移譲が平成１９年度実施されます。従いまして、そ

う推移することはなしに進むのではなかろうかと、このように考えておるところでございます。 

議  長（糸井満雄） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） 町税の中で、定率減税の廃止も上がっていると思うんですけれども、これは先日、

一般質問の中で、共産党の議員さんが定率減税廃止した公明党が増税戦犯のような発言をされて

おりました。このことに対して、ちょっと一言申し上げておきます。景気対策を目的として定率

減税法案は、１９９９年３月に自民党、自由党、両党と、また当時、野党でありました公明党が

賛成しまして成立しました。その結果、同年から所得税２０％、個人住民税額の１５％が減税さ

れました。しかし、共産党は前年の９８年に行われた特別減税に比べて、定率減税ではサラリー

マンの７割から８割は増税になると批判をされまして、最後まで定率減税法案に大反対をされて

おりました。定率減税も当初から景気の動向次第で、定率減税は廃止といわれていたこともあり

まして、公明党はその定率減税の打ち切りを待っているのではなくて、基礎年金財源に活用すれ

ば、年金負担の軽減につながり、国民に還元されるとの結論に至りまして、今回、そういうこと

になったわけであります。これは皆さんご存じのとおりでございます。このように定率減税をた

だ廃止したのではなくて、国民に還元をするという道筋をつけたのであります。以上申し上げて

おきます。以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 補正予算で菜の花プロジェクトの補助事業がつくられて、非常に結構なこと、こ

ういうことで申し上げるところでございますが、現在、ＮＰＯ法人、丹後の自然も守る会を中心

としまして、バイオディーゼル燃料の取り組みが非常に積極的にされておりまして、給食センタ

ーの車については、この燃料を使って走らせておる、こういうように町長からもお聞きをしてお

ります。今や、全国の先進事例として、今度６月には東京の首相官邸においてですね、表彰を受

けられるとこのように聞いております。ここで、お尋ねをいたしますのは、まず、現在はＮＰＯ

が主体になっておるわけでございますけれども、これを与謝野町のより広げていくとこういうこ

とも必要ではありますし、また町としても、できるだけの支援をしていく必要がある。例えば、

今、衛生プラントの車は、こういった燃料が使えると、このように思っているわけでございます

が、実際にはそこまでいっておりません。その辺のことにつきまして、まず、町長のお考えをお

聞きをしておきたい、このように思っております。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） おっしゃるとおり、本当に地球温暖化ということで、この冬もこんなに温かかっ

たのが、春を迎える今になって、また寒さがぶり返したりということで、災害が起こったり、あ

るいは異常気象によりますいろいろな弊害が災害等が各地で起こっているということは、本当に
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地球が悲鳴をあげているんだなということがわかるわけでございますけれども、では具体的にど

ういう取り組みをするかということになりますと、これは本当に地球規模での取り組みが必要だ

ろうと思いますが、とりわけ、京都議定書にもありますように、この日本の中でも京都というと

ころが一つのそういう発信をする場所になったというかかわりの中で、とりわけ我々の身近なと

ころで、そういう問題がフォーラムが行われたりしている中で、我々も取り組むべきことが多々

あるのではないかなというように考えております。 

一つの先ほど申し上げましたけれども、私のマニフェストの中でも、輪という中で、先ほど言

いましたそういう交通等々の輪の中で、環境の輪というのも一つのテーマに掲げております。そ

うした意味で、今現在、行政が積極的にということではないですけれども、はっきりとＮＰＯの

方たちが実績を上げて、民間での取り組みとして、そういうことを特にそういう菜の花プロジェ

クトというか、廃食用油を燃料にして取り組んでおられる。京都あたりは、行政がそういう形で

やっておられますけれども、ここのまちと言いますか、丹後のいいところは、民間の方たちの発

想でもって、それを運動を盛り上げてきておられます。そうした意味では、むしろそれを行政が

支えると言いますか、していくような役割を担っていく、そしてそれを広げていくお手伝いをし

ていくということの方が、本来このことをされてきた意義が、そこに大きくあるのだというよう

に思いますし、いろいろと民間の方たちの力で集まった、ここでのそうした廃油が新しく生まれ

変わって、このまちのいろいろなそういう機械を動かしていくというそのところに非常に循環型

の社会を目指すという意味では、大きな意義があるのではないかというように考えております。

そうした中で、今までは給食センターということでしたけれども、それらを農作物を畑、田んぼ

を動かす、そうしてトラクター等に使っていこうだとか。先ほどおっしゃいました衛生プラント

の方のそれもできるかどうか、私もちょっと不勉強でわからないんですけれども、取り組みを進

めていくとか、やはりそうした取り組みに行政としてもできることを協力していくということが

大事ではないかなというように思っております。 

先だってもお話を聞いていますと、パリダカールのラリーに、この片山右京さんがバイオ燃料

であの過酷なレースを完走されたということをお聞きしまして、本当にすごいことだなというよ

うに思っていたんですけれども、やはりそういう皆さんの地道な取り組みが、一人ひとりのそう

した心遣いや取り組みが大きな力になるんだというように思いますし、ただ単に流しの口から流

していたそういうオイル、食用油をみんなで集めて、それを燃料に変えていくというようなこと

をもっともっとＰＲして、この与謝野町の中で、そうしたことが完結できるような、環境を整え

ていくことについて、やはり行政としても協力はしていきたいというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 行政もできるだけ備えていくと、町長のそういうお言葉をいただいたわけですが、

もう一つ、この与謝野町にとりまして、このことが材料として出てまいっておりますのは、ひま

わりの種子ですね、これについてもいわゆる植物のエネルギー作物としてこれが利用できると、

こういうように聞いておりまして、その守る会の方もそういうご認識でございます。一つ、町の

花ということでございますので、これもさらに発展的にここにつないでいくということで、町と

しても支援をしていただくことが必要ではないかなと、このように思っております。 

     それでは、次に第三セクターのことについて町長にお尋ねいたします。中曾根民活でこの第三
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セクターが全国的に広がりました。従来の行政が取り組めなかった分野、あるいは経済的になか

なか困難な分野ということに、多くの自治体が取り組みをされてまいりました。また、旧加悦町

でも幾つかの取り組みといいますか、第三セクターが成立をされてまいりました。例えば、リフ

レにしましても、道の駅にしましても、ファーマーズライスにしましても、加悦総合振興にしま

しても、おおむねいろいろな施設はありますけれども、まずまずきている、こういう部分が多い

のではないかと思っております。とりわけ、ファーマーズライスにつきましては、国の会計検査

で非常に厳しい指摘を受けまして、そこから役員の交代もあったりいたしまして、非常に今日で

は、年間２億を売り上げる会社になってまいりました。それから、就労対策の面でも、大きな役

割を果たすようになってきた、このように思っております。全国的にも見てみますと、必ずして

うまくいっているところばっかりではない、むしろ問題のあるところが大きいというように見て

おりますし、また府県で持っていらっしゃるような第三セクターにつきましては、どうにもなら

ないと、こういうところもきておりますが、現在まで、それぞれのまちが取り組んでまいりまし

た旧加悦町を中心にしまして、この第三セクターにつきまして、町長のお考えと言いますか、現

在時点でどのように見ていらっしゃるか、このことをまずお尋ねしておきたいと。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） １点目のひまわりの種の件につきましては、旧野田川時代では、食用にできない

かということで、いったん絞ってそして精製していただいて、ひまわりオイルをつくったんです

けれども、非常にコストが高くつくということで、そのままになっておりましたが、今回、この

ＮＰＯの方たちも、地元のひまわりのつくっておられる人たちと一緒になって、今後、幾らかは

種を取って、その種を絞って、その絞ったオイルでそこの畑を耕すというようなそういった試み

をしようということで、話が進んでいるやにお聞きしております。また、ひまわりの種を取ると

いう作業が、非常に大変だったということで、今までは咲いた後を全部土にまぜてしまって、そ

して肥料と言いますか、そうしたものにしておられたんですけれども、そういう中で、共同作業

所の人たちにお世話になって、その種子を取るというようなことも考えておられるようでござい

ますので、ただ、花を見て終わりではなしに、そのことがまた与謝野町にいろいろな意味で還元

されてくるという、そういう計画もお持ちのようでございますので、それらについても町として

も応援はしていきたいなというように考えております。  

     それから、第三セクターの問題ですけれども、非常に当初、いろいろとこの議会でも論議をし

ていただきました。それぞれが指定管理者制度を設ける中で、そうした方向に大体落ちついてき

て、今の状況では、その推移を見るというような形になっているかというように思います。一時、

ある程度、心配もしておりましたけれども、お互いに会社との話をする中で、そこに勤めておら

れる方たちの思い、あるいはその会社の考え方等々もお聞かせいただく中で、一定の方向性が示

せたのではないかなというように考えております。今後につきましては、どういう状況が起こっ

てくるかはわかりませんが、やはり第三セクターとして町もかかわって、立ち上げた施設でござ

いますので、その運営については、やはりその指定を受けたられたところが頑張って、今後やっ

ていただくように期待をするというところで、今のところ推移を見守ってまいりたいというよう

に考えております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 
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１ １ 番（勢旗 毅） ひまわりの件では失礼いたしました。これは今、町長からお聞かせいただきまし

て、私は品種そのものにも若干ひまわりの種類にもちょっと考える必要があるかなというように

考えています。これは、種が黒いのがいいというように私聞いておりますので、またひとつこの

辺はご検討いただきたいとこのように思っております。 

     それから、今、第三セクターについて、町長のお考えを聞きました。私がお尋ねをしたいのは、

中曾根民活のおりに、一番はじめ、旧加悦町で取り組みましたのが、いわゆるＮＴＴの無利子の

資金を使って、河川公園をつくるということで、加悦総合振興株式会社がその第１号になったと

記憶しております。ところがご承知のように、現在では１７年まで、まめっこの肥料をこの会社

が委託をして、生産をされておりました。そして、それ以降も、その中曾根民活から借りたＮＴ

Ｔの無利子の資金をですね、この会社が償還をされておったと、こういうように認識をしており

ますが、これが合併によりまして、いわゆる京の豆っこも、この予算書にありますように、直営

でこれを製造するということになりました。それから、また、そのＮＴＴの資金につきましても、

これは町が償還をすると、こういうようになったというように見受けております。したがいまし

て、この加悦総合振興有限会社は、いわゆる第三セクターということにはなっておりまして、町

は７割も出資をしておりますけれども、実際的には、まちとのかかわりというのは切れているの

ではないかな、むしろ第三セクターというよりも、第二セクターとして、純然たる民間企業とし

てもっと自由に発展をさせていくことがいいのではないか、このように私は考えております。い

ろいろな考え方はあろうかと思いますけれども、やはり一定の役割を終えると、これはもう独り

立ちをさせて、そして自由にもっともうけていただく、あるいは就労の場をつくっていただく、

こういうことが大事ではないかと思いまして、この会社を思いますときに、今もうそういった時

期に来ているのではないかと思いますが、町長のお考えをお尋ねをしておきたい。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 今、勢旗議員がおっしゃったように、一つの一定の役割を果たしてきたのではな

いかという点につきまして、私自身もちょっと認識が不足をしている点がございます。やはりい

ろいろな経過の中で、歩んできたそれぞれの第三セクターの会社でございますので、やはり今後

については、やはりそれらの見直しも必要ではないかというように考えますので、一つそれらに

ついてももう少し突っ込んだ形で勉強はさせていただきたいなというように思います。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それでは、農林課長にお伺いをいたします。 

     まず、１７２ページの１９年度からスタートいたします農地水環境保全対策事業２４５万

６，０００円、これの４倍の事業が実際にはできるというように聞いておりますが、ここのとこ

ろから説明を受けておるかと思いますけれども、再度。 

議  長（糸井満雄） 山崎農林課長。 

農林課長（山﨑信之） 勢旗議員のご質問にお答えしたいというように思っております。 

     現在、平成１９年度、いわゆる４月１日からということで、農地・水・環境保全向上対策とい

う制度が新たに始まるということで、昨年来、それぞれの集落、あるいは農事組合の方には、新

しい制度が始まるというＰＲはしてきました。昨年１０月に町内全地域の農事組合の方に寄って

いただきまして、一定制度の説明をさせていただき、その後は、この１月、２月、３月にかけて
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説明会等を持ち、今現在の段階では、与謝野町内で２５の集落で、いわゆる集落協定をつくるべ

く、今の規約、あるいは事業計画等についてそれぞれの地域で練っておられるということになり

ます。この制度につきましては、いわゆる農地や農業用水、あるいは農業施設や資源、あるいは

農村を取り巻く環境というのは、もう高齢化する農家、農村地帯の農家だけに任せておくという

のは、なかなかその維持や保存、保全について、後世代に残していけないということがあります

ので、これは子や孫の世代に良好な状態で引き継いでいくことが大事だということになって、そ

ういう考え方が、国民的な合意になっておるんだろうということになっております。 

     ただ、そういう施設を守るときに、農家だけでは高齢化する、あるいは後継者のなかなかない

農家だけで守るということはなかなかしんどいんですが、国民共有の財産であるということが前

提にありますので、その地域、住民、農業者と一緒になって地域住民と一緒になって資源の良好

な保全や環境、あるいはその環境の向上のための取り組みを積極的にやっていただきたいという

ことで、この制度ができております。この制度につきましては、農振農用地の面積に田で言いま

すと４，４００円をかけた単価が交付金を算出をしております。その交付金でもって、地域では、

特にこの地域では区と農業者の組織とが一体となる、あるいは別の地域では、老人会を取り込ん

だり、婦人会を取り込んだり、あるいは学校のＰＴＡの組織を取り込んだりしながら、地域全体

でその地域の環境保全をしているという活動をしていただくということであります。田んぼで言

いますと４，４００円の単価をかけるということですから、与謝野町内全域でいいますと、大体

与謝野町内で７７８ヘクタールあります。ただ、現在の予算の段階では、昨年の当初予算の作成

段階では、町内農地の大体８割程度ぐらいにそういう集落協定ができたら、御の字かなというよ

うに思っていたんですが、現在の状況で言いますと、町内の農振農用地面積、全面的に今のとこ

ろ取り組んでおられると、実質的に４月１日から活動されるかどうかはまだもう少しわからん部

分があるんですが、基本的には３月１５日の段階で、全地域で取り組みをしたいということを決

断されておりますので、この当初予算から計算をし直しますと、もう少し予算が必要になってく

る可能性があるんですが、そういう形で、町内全域でやりますと、大体３，４００万円ぐらいの

事業費になるだろうと、このいわゆる地域と協働活動という部分では３，４００万円ぐらいにな

るだろうというように思っております。それで、その費用負担については、２分の１が国、それ

から４分の１が京都府で、最後の４分の１をまちが持つということで、これ負担金で予算を計上

させてもらっておりますが、いわゆる国、府の補助金を受け入れながら支出するのではなくて、

京都府のこの協議会に、地域協議会というのが京都府にできます。そこにそれぞれが負担金を納

めるという形で、京都府協議会から、それぞれの地域組織には、公金が配分されるということで

すから、まちも負担金として京都府の協議会にあげる負担金として予算を見させていただいてお

ります。実質、与謝野町内で展開されるおりには、その負担金の４倍の事業が展開されるという

ことの事業になっておりまして、うちの職員総出で２５地区ですが、実際的に町内でいいますと

全地域です。町内の全地域とちょっと数があわんのは、例えば加悦自治区そのまま、それから、

岩滝については４の意味があるわけですが、一つについては農振農用地がないという地域であり

ますので全体的には３になっています。それから、野田川で言いますと、例えば幾地、四辻の市

場区ついては、幾地と四辻で分かれるいう組織ができておりますし、市場については幾地と四辻

で市場地域で一緒に活動されるという部分がありますし、山田については、上山田と下山田が別
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の組織ができるだろうというように思っております。それから、石川地域につきましては、いわ

ゆる小字というのですか、７地域でそれぞれに組織ができるということですから、坪２５という

言い方で、２５の集落協定ができるだろうと。２５というのは与謝野町の農振農用地をすべてカ

バーする組織ができるだろうというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 農業委員会は大変な取り組みといいますか、きょうまで地域を回っていただいて

おるということで、本当に敬意を表したいと思うんですが、そこで、今までの中山間地の直接支

払制度との関係ですね、この関係では、まだ中山間地も今年度予算も相当額計上されております

けれども、この関係と今度の保全対策とはどういう関係になりますか。 

議  長（糸井満雄） 山崎農林課長。 

農林課長（山﨑信之） 中山間地域につきましては、与謝野町内で、特に加悦と野田川２地域あるわけで

すが、それで大体３１６ヘクタールあるということになっておりまして、中山間の直接支払の交

付金と、今度の環境保全向上対策の公金の違いについては、中山間地域については、荒廃農地を

出さないという大前提がありながら、その出さないために地域で中山間地域内で地域の農家が荒

れる農地を出さないような努力を５年間しなさいという協定の中で活動をされております。 

     それから、先ほど言いましたように、こっちの農地・水の方の関係でいえば、農道農業施設の、

農道とか、農業用水の施設の維持管理、あるいは環境の保全向上対策ということがありまして、

これは非農家を含む地域全体でやれということがあります。それぞれ目的が違いますので、両方

かぶる地域については、両方出すと、両方交付されるということがあります。ただ、中山間の交

付金もこの農地水の交付金も、いわゆる基礎活動部分では同じような活動を強いられております。

ダブる地域については、ダブるというのは、例えば与謝地域ですと、農振農用地が６２ヘクター

ル、そのうち中山間のものが５８ヘクタール、ほとんど中山間とダブりますが、それはその活動

について、より充実した活動をしていただいたら、両方出しますよということになっておりまし

て、中山間のないところの活動よりも、充実した活動に取り組んでいただきたいという、ちょっ

と一定誓約があるんですが、そういう取り組みをしていただければ、両方の制度から交付が受け

れるというようになっております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） この農水省のモデルを見てみますと、この事業では、例えば地域の住民が参加を

するようなタイプ、あるいはその地域内の交流をするようなタイプ、あるいは都市と農村との交

流をするようなタイプいうような絵がかかれておるわけですが、これは単に課長からお聞かせい

ただきましたように、農家だけでなく、区やあるいは小学校や、ＰＴＡや、消防団までを組み込

んだような絵が農水省のモデルではかかれておりますが、現実に今、計画書のあがっている段階

では、どういうタイプのが多く出ておりますか。 

議  長（糸井満雄） 山崎農林課長。 

農林課長（山﨑信之） 基本的に今、その辺がそれぞれの地域悩んでおられるのですが、一定、基本的に

は、例えば区で言いますと、区でもお祭りの前に溝掃除をされたり、それから地域内で環境保全

の取り組みをされたり、あるいは学校でいいますと、いわゆる田植えの体験をさせたり、稲刈り

の体験をさせたりということがあります。そういう活動についても、この交付金から一定経費が
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支出できると、例えばお茶代ても出せますよということになっておりまして、地域の中でも、き

ょうまでにいろいろな活動をされている農家と非農家とが一緒になって活動していることで、そ

の地域全体の環境を守る、あるいは住環境から住宅地から出てくる水もきれいにしていただくく

ような啓発にもなるだろうしということで、全体で動いていただくということがありますので、

地域住民が何か一つの行事を総出でするという想定ではなくて、いろいろな場面、きょうまでで

もやられたような活動も含めて、リンクしていただいたら、その交付金から一定の経費が支出が

できるということになっておりまして、その辺で今、区だったり、ＰＴＡだったりというとこと

その事業計画を練っておられる段階ということです。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 大体わかりました。この関係でもう１点だけお尋ねしたいのは、いわゆる営農活

動への支援という部分があるわけですが、加悦町のように、例えば京の豆っこを集落で半分以上

使うとかそういうことによって、上積みというのがあるのかどうか、ここのところ。 

議  長（糸井満雄） 山崎農林課長。 

農林課長（山﨑信之） この農地・水・環境保全向上対策につきましては、先ほど説明しました協働活動

への支援ということで、地域全体で取り組んでいただくということが大前提としてありまして、

その協働活動をやっておられる地域で、そこでの営農活動に対しても支援をしていくと、この営

農活動への支援については、共同活動をやっておられる地域で化学肥料や、化学合成農薬の５割

逓減等の環境に優しい農業に地域で取り組む場合に、営農活動への支援があるという言い方をし

ていまして、これについては、まとまり要件いうのがあります。そういう５割を逓減するような

農法を取り組んでおられるのが、あることはあるんですが、まとまり要件いうことで、例えばそ

の集落内での、例えば米の生産者の５割以上がそういう取り組みをやっておられるとか、農地で

いいますと、作付面積の２割以上でやっておられるとかいうまとまり要件いうのがありますので、

現在それについては、農林課の中では、協働活動に取り組むということは大前提ですから、その

取り組みが確定した集落について、そういう農法をやっておられる農地を、今度また抜き出しま

して、そのまとまり要件、いわゆる農地の要件、農家の要件をピックアップして、これからその

集落に、そういう該当する農地があるかないか、農家があるかないかというのを引っ張ってくる

ということになっております。その場合、そういう先進的な営農されている部分については、例

えば水稲ですと、トン当たり６，０００円という言い方で、これについては、地域協議会に交付

をしますが、個人にそういう農法をやっておられる個人の農家の方への支援に回してよろしいと

いうことで、現在はどの面積でどうという特定できませんのは、まず地域で協働活動の取り組み

を確定していただくということが前提ですので、それからまた農林課の職員と、それから、それ

ぞれの地域の方と協議しながら、そういう数字をひろっていきたいというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 今までややもしますと、農林の予算、農林の事業は農林という農業者という枠に

ややもすると縛られてきたわけです。これによって、広くまちづくり全体にこれが使えるという

ように考えておりまして、ぜひそういった観点から、いろいろなところと連携をとりながら、所

期の目的が達成できるように農林課が指導をお願いをしたいなとこういうように思っております。 

それでは、最後に、１９４ページの関係で、金融についてお尋ねをしたいと思っております。
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まず、説明を受けておりますのは、町の融資制度がですね、いわゆる信用保証協会との関係で、

事実上これがなくなると、こういうような認識になったと思っておるんですが、この京都府や国

の制度が、本当にセーフティネットの役割を果たすのかどうか、その辺を含めながら、現在、ど

ういった町の資金に変わるような融資の資金になるのかなと、その辺からまず課長お願いします。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

補正の段階でもいろいろと報告を申し上げておりますが、大きくは私どもの制度融資にかわっ

て京都府が補完していただけるというように認識をしておりますのが、大きく二つございまして、

不況対策と一般融資という言い方をしております。いわゆる安心借りかえと、それから、一般融

資はもちろんなんですが、大きくは安心借りかえというものが基本になってくるかというように

思いますけれども、もう少し詳しく申し上げますと、一般融資の中にあります一般振興融資、そ

れから、小規模企業者応援融資、それから、緊急対策の部分としましては経営安定化支援特別融

資、先ほどもいいました安心借りかえというようなものが基本になろうかというように思います。

とりわけ、応援融資なり、安心借りかえが、他の制度よりも非常に有利であるということと、そ

れから、恐らく応援融資につきましては、保証制度に当たる部分で、本来、責任共有という部分、

いわゆる損失補てんを行っていかなければならない部分につきましては、応援融資については、

金融機関の損失補填をしなくてもいい、いわゆる保証協会が全額補償するという枠がひとつとら

れるというふうに聞いておりますので、ここの部分で与謝野町のそれぞれの企業者を支援してい

くということになりますし、さらにはベース枠だとか、ステップ枠だとかいうのがございまして、

それぞれ内容につきましては、それを補完する意味で、例えば保証協会の部分を補完する意味で

保証料の軽減、いわゆる具体的に言いますと、商工会の正指導員が、その融資並びに経営指導に

当たっております企業については、保証料の支払基準であります率を軽減していただけるという

ようなこともございますので、恐らくこの一般融資の中の応援融資で、この町の負担が補えるだ

ろうというように理解しておりますし、合わせましてこの４つの融資につきましては、町の方も

この４つの部分については保証料補助、２分の１の２０万円を行っていくという予算化を今提案

させていただいておりますので、そういった意味で、特に企業の方については、保証料が非常に

負担になるということでございますので、そういった部分で今回、町の制度融資はなくしました

けれども、そういった意味での全体を統括して、何とか対応できるのではないかというように今

のところは考えております。以上です。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 何回もお聞きをしましたので、大体わかってまいりました。そこで、一つお尋ね

をしておきたいのは、今、課長の方から説明がありました、安心借りかえ融資ですね、この場合

も一般融資もそうかと思いますけれども、いわゆる市町村長が認定をするという部門がございま

すね。このことについて、どの辺が一つの市町村長が認定をするポイントになっているのか、こ

のことをお願いします。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） これにつきましては、市町村長が認定をするということですけれども、簡単

に申し上げますと、一つは融資残にかかる残額が一定減額をされているとか、それから、例えば
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町の制度融資もありますけれども、数字をちょっと確認はちょっとできておりませんけれども、

一定、売上が減少しましたら、その枠を認定をするとかいう書類を出していただきまして、市町

村長がそれを確認をして、それを添付すれば、この制度にのっていくというものでございまして、

今まで数件やっておりますけれども、すべてそれに該当する、企業経営でございますので、そう

いったところでの部分も一定、きちっと補完ができるのではないかというように、それでだめだ

という方は、恐らくないというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それでは、商工観光課長に立っていただきましたので、ちょっと別のことで２点

だけお尋ねをして終わりたいと思います。一つは大江山憩いの広場の関係につきましてですね、

今年も双峰祭りは開催をしていただくということで予算組をしていただいておりますけれども、

この辺について、地元の運営委員会とも十分協議をいただいておるのかどうかということと。 

それから、今年、事実上の宿泊施設を使わないとこういうことになりますので、果たして双峰

祭りがですね、意義が十分あるのかなという気がするんですが、そこのところが１点。 

それから、もう一つは、現在管理人に当たる方を募集をされておりまして、日中勤務というこ

とになるわけですけれども、この一番利用の多い夏場について、夜間全く手放しでいけるんかな

と、こういう不安を持っております。この点につきまして、お伺いをして終わりたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

     双峰につきましては、昨年から非常にご迷惑といいますか、休館という状況でございました。

昨年の秋口から運営委員会等との調整も図りまして、また町の考え方を持って４月１日からオー

プンという格好で進めておりますが、その経過といたしましては、今ございましたように、管理

人の募集を行いまして、１３名の応募がございました。地元の方、あるいは宮津、福知山の方か

らもございましたし、たくさんの方が応募されました。結果的に２名の方を雇用するという計画

でございますので、その方も一定確定をさせていただきました。もちろん、その中には、運営委

員会のトップてございます区長さんとのご意見等聞かせていただきまして、来週から練習期間と

いうことで入っていただきまして、４月１日から業務を行っていただくという形で現在進んでい

るところでございます。 

加えまして、運営委員会との調整でございますけれども、今の段階では、会議は持っておりま

せんけれども、一応、双峰祭りにつきましても、継続でお願いしていただくような形で調整をし

ているところでございます。 

それから、管理運営関係の中で、ご心配のピーク時、５月の連休、あるいは７月、８月の夏休

みの利用にかかります夜間の体制でございますが、ご指摘のとおりでございまして、通常は夜間

管理人を置かないということで８時３０分には山をおりていただくという格好にしておりまして、

その後は入山されておられます方々が責任を持ってということにはなるわけでございますけれど

も、場所が場所、非常に環境が自然のすごいところでございますので、環境が非常に変わるとい

うことで、雨が降ったり、大風が吹いたりというような場所でございます。８時３０分におりる

わけですけれども、やはり心配の部分がございます。今のところはプリペイドの携帯を着用させ

まして、２４時間拘束するということになるわけですけれども、この場所にはおらずに自宅待機
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と、合わせて職員もそういう体制をとりたいというように思っています。その様子を見ながら、

どうしてもそれでは大変だということであれば、やはりそういう日においては、１泊とまれる場

所がございますので、そういうところで対価の問題はございますけれども、調整を図りながら運

営ができるように臨機応変に対応していきたいというように思っております。 

議  長（糸井満雄） それでは、ここで昼食休憩に入りたいと思います。 

     再開は１３時３０分でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

     なお、１３時から議会運営委員会が招集されておりますので、委員会の議員の方はご参集願い

たいと思います。それでは休憩します。 

（休憩 午後 ０時０１分） 

（再開 午後 １時３０分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

引き続き、質疑をお受けしたいと思います。 

６  番（家城 功）  まず、簡単なところから２０４ページになるんですが、商工費の観光施設管理

費に、キャンプ場管理運営事業ということで６３万５，０００円、去年も５７万１，０００円と

いうことで、主に土地を借りている代金だとか、草刈だとかいうようなことで予算があがってい

るわけですが、収入の方に、これもキャンプ場運営にかかる収入があがっていないのですが、現

在どういうような状況か教えていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

ここにあげでおりますキャンプ場は２施設ございまして、加悦地域内にあります平林キャンプ

場と、それから池ヶ成キャンプ場でございます。お答えをさせていただきますと、結論から申し

上げますと、収入はゼロということでございますので、条例では、この引き継ぎの段階で、加悦

町の方からは、施設的に加悦町の方からは施設的にキャンプ場の使用料をとらないという形ので

条例になっておりまして、従いまして、収入はゼロということでございます。 

それから、ちなみに現状を申し上げたいというように思います。ご指摘のとおり、平林キャン

プ場におきましては、ここは借地ということでございますので、多くはこの全体の金額の２２万

５，０００円が賃貸料と言いますか、土地借り上げ料ということになっておりまして、平林で大

体半分ぐらいの経費を要するということでございます。 

ご承知のとおり、平林は立派な施設がございまして、シャワー棟もありますし、飯ごう炊さん

ができる施設がございますので、そこにかかる費用がかかるということで計上させていただいて

いるわけでございますが、池ヶ成のキャンプ場につきましては、特に大きな施設がないというこ

とで、清掃のみの経費で運営を行っているというところでございます。 

入り込みにつきましては、ちょっと私、今データあるかなと思っていましたらデータございま

せんが、どちらにつきましても、夏休みの利用があるということで、主に団体で入っておられま

す。平林も小学校の団体が１８年も使われておりますし、池ヶ成につきましても、団体の受付を

地域振興課の方で受付をしていただきまして、私データ持っているかと思いましたら、ちょっと

ございませんでしたので、人数は詳しく申し上げられませんが、現状はそういう状況で動いてい

るということでございます。 
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議  長（糸井満雄） 家城委員。  

６  番（家城 功） 地域の小学生の皆さんや、団体の方にお使いいただく、無料で開放しているとい

うことで、非常にいいことでもあるとは思うんですが、聞くところによりますと、平林のキャン

プ場には、シャワー棟があったり、飯ごう焚いたりする調理施設があったりということで、入り

口の方の道路も、委員会では結構、かなり荒れているというようなことだったのですが、先ほど

聞きますと、関電でしたか、整備をしていただいたというようなことで、今後、有効に活用して

いただく中で、収入が上がるような方向で考えられていくのか。また、別の活用を考えられてい

るのか、その辺あたりちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） 管理の問題も出てくるんですけれども、基本的には、両施設とも使用料はい

ただいてもいいのではないかなと。町内は減免なり、無料ということでもいいのではないかなと

思いますけれども、町外からの方については、一定料金を定めて使用料をいただくということは、

私どもの中にちょっと今、頭の中にあるんですが、条例改正に今回出していないということもご

ざいまして、引き継ぎの段階では、施設が非常に老朽化しておるし、お金がとれないというよう

な形での引き継ぎを受けておりますので、そういう形になったというようにお聞きをしておりま

すけれども、もう少し、手を加えれば、料金とれる施設には十分なれるのではないかなというよ

うに思いますので、再度精査をしまして、検討をしてみたいというように思います。 

議  長（糸井満雄） 家城委員。  

６  番（家城 功） ぜひともせめて草刈代ぐらいはあがるぐらいの中で運営をしていっていく方向で

考えていただきたいと思います。 

続きまして、戻りまして１９４ページですが、前回の補正の中でも、若干の議員さんが発言あ

りましたが、商工業者に対する支援補助金や支援金の項目が今年度予算の中では、商工業振興事

業費補助金というのが一括してあがっているかと思うんですが、去年のトータルから比べるとか

なり減額になっていると思いますが、商業者の中には、なかなかこういうものがあっても、幾つ

かの条件をクリアしないと借りれないとか、事業を行ってからそういうものに気がついて、こう

いうものがあったということも知らなかったとか、いろいろとお話をお聞きする中で、商工観光

課の方でもパンフレットをつくっていただきまして、商工会通じて、いろいろな業者さんには周

知をしていただいているとは思うんですが、今年度の枠組みの中で、主にどの辺の支援について

力を入れる予定をされているか。また、周知の方法、新たな取り組みどういうようなことを考え

ておられるのか、その辺をお聞かせください。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

     ここに計上させていただいております５９５万円でございますが、ご指摘のとおり、新町にお

きましては、それぞれのメニューごとに予算額を計上させていただいておりました。そういう形

ではなくて、広く使っていただくということで、それぞれの目標の予算計上の額は定めておりま

すけれども、予算枠は決めておりますが、全体で５９５万円を有効に使っていただくという形で

まとめた形での予算組を、今年度からさせていただいたということでございます。ご指摘のとお

り、前年対比３９０万円の減ということで落としましたけれども、実績で見合いで落とさせてい
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ただいたということでございます。いつも私持っておりますこの黄色いパンフレットが、私ども

のメニューでございますので、これを見ていただいておれば、大体内容はわかっていただけるか

と思いますが、内訳としましては、創業等の支援、細かくは申し上げませんが、創業等の支援の

事業補助金、それから、人材育成にかかる補助金、それから、商業活性化にかかる補助金、新商

品開発の補助金、それから、ことしから新たにメニューをつくりました販路開拓事業、この事業

につきましては、業者の方からも、グループからもニーズが広く高く、やはりつくるだけではな

くて、売って出たいということで、東京や京阪神の方のいろいろな産業ＰＲブースに出展をされ

ておりますが、その辺のバックアップをしていきたいということで、制度融資はなくしましたけ

れども、こういうところでのバックアップをさせていただきたいということで、そういうメニュ

ーを組ませていただいております。ちなみに、商業活性化事業につきましては、京都府の補助も

ございますので、うまく使っていただきまして、とりわけ地域の商業活性化に寄与できればなと

いうように思っております。ちなみに、もう既に、ウエジさんの方から、ライトアップ事業とい

うことで申請もいただいておりますので、もちろんこれ京都府の方へ補助申請されまして、その

補助がつけば、・・・・として一定の支援を行っていくというものでございますので、予算減額

はしておりますが、この範囲で大いに使っていただくことをこのようなチラシもことしもつくる

予定をしておりますので、いろいろな方に使っていただくようにＰＲをしていきたいというよう

に思っております。 

議  長（糸井満雄） 家城委員。  

６  番（家城 功） 今、課長の方から販路開拓にも支援をしていくということで、非常に心強い気持

ちになっております。今まで、新商品の開発だとか、優良産品の認定だとか、ある程度、町内で

は充実したものがあったのですが、それをいかに売っていくかということが、今後、地元に求め

られる商業者の課題ではないかと考えておりました中で、そういう支援をしていただくという思

いは非常にありがたいことですし、ぜひとも商工会との連携の中で、有効に多くの方に活用して

いただけるような展開をしていってほしいと思います。 

また、福知山では、プラントの方が建設開始ということで、ますます地元の商業者の皆さんに

とりましては、厳しい状況が、この地域にもふりかかってくるとは思うんですけれども、その辺、

農業者、企業者の皆さんも含めて、産業振興に大いに力を発揮していただきたいと思います。 

続きまして、２０２ページですが、本年度もひまわり１５万本事業を開催されるということで、

前のページの畑の維持管理費にもお金が出ていますし、実行委員会の方の負担金ということでお

金が出ています。例年、ことしで８年目になると思うのですが、私も６回実行委員会の中に籍に

入れさせていただきまして、いろいろな思いを訴えてきたわけですが、８年目新たな取り組みと

して、ことしこういうようなことを目玉でやっていこうとか、今までにない展開をしていくとい

うような内容はありますでしょうか。その辺をお願いします。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

     今年度、予算つけていただきまして、実行に移すという格好になる８年ということになります

が、家城議員も今おっしゃられましたとおり、実行委員会体制の中で、つくる方、それから受け

入れをする方という形の中で、実行委員会は、各組織の代表者にお世話になっておりまして、農
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業団体には、ひまわりをつくって管理していただくグループ、それから、地域内の観光を発信す

るグループとして観光協会、そして、地域の特産品等を広くＰＲ並びに販売をしていただくグル

ープをもって、実行委員会の設立を昨年までやっていましたし、今後もやっていく計画でおりま

すので、従いまして、今年度もそういう形でやっていきたいというように思っております。合併

１年目、昨年も行ったわけですが、なかなか合併のタイミング等の問題で、先ほど言いました作

り手の方は８年も７年もつくっておられますので、時期的にきちっと咲かせていただく体制は整

えてあるんですが、後の分野として、地域内の観光をＰＲする、並びにそういう地域にさらに足

を運んでいただくこと、それから、地域の地産といいますか、物を売るという部分については、

７年やってきましたけれども、まだまだ充実していかなければならない分野だというように認識

をしておりますので、今年度につきましては、４月からもう取り組みができるという格好で、与

謝野町全体の中で、きちっとした体制づくりをし、３つの柱で、うまくこのひまわりができる、

所期の目的を達成する事業になるように、努力していきたいというように思っています。とりわ

け、観光協会におかれましては、３月２５日、４月１日からですが、与謝野町観光協会というこ

とで、２５日に明後日ですが、設立総会をされるようでございますので、そういったところの組

織をとの連携を図りながら、実行委員会の中で目的達成のために調整を図っていきたいというよ

うに思っております。 

議  長（糸井満雄） 家城委員。  

６  番（家城 功） このひまわりにつきましては、町のキャッチフレーズであります「笑顔かがやく

ふれあいのまち」というイメージにぴったりの花でもあります。その花をもっと与謝野町のシン

ボルとして、いろいろな意味で表に出していくべきではないかと私自身は考えております。観光

宣伝事業だとか、その他、いろいろな観光に関する事業費がございますが、例えば、野田川バイ

パスの入り口に、「ようこそひまわりのまちへ」というような看板を立てたりとか、野田川駅に

ひまわりのベンチを置いたりとか、各バス停にそういうひまわり関連の看板を立てたり、ベンチ

を置いたりとか、少しずつでもやっていきながら、取り組んでいけることがあるのではないかと

思っております。 

観光に関しましては、町単独だけでの観光産業というのは非常に難しいかもしれませんが、各

丹後地方だとか、京都府だとか、いろいろな丹後観光推進キャンペーン協議会だとか、いろいろ

なところに所属される中で、与謝野町のよい面をどんどん出していただくような思いの中で、で

きましたらそういう取り組みをちょっとずつでも行っていただきたいと思いますが、その辺につ

きましては、町長いかがなものでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） おっしゃるとおり、ひまわりだけではなしに、まちの木のつばきも、シンボルと

して掲げてありますので、やはりそれらとリンクさせた形で、与謝野町をＰＲしていく、いろい

ろな場所でいろいろな取り組みの中で、位置づけていくということも大事だろうと思いますし、

まずは町民の皆さんにできるだけ我が家においてもひまわりやつばきが咲かせていただくような、

そういう意識を持っていただくようなところからも、まず始める必要があるのではないかなとい

うように考えておりますので、今後の取り組みの中で、商工観光課だけではなしに、全体の中で

まちづくりのシンボルとしての位置づけで、頑張って取り組んでまいりたいと考えております。 
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議  長（糸井満雄） 家城委員。  

６  番（家城 功） ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、ページはいろいろとあるのですが、６６ページからいろいろと情報関連の予算が

あがっておりまして、大体７２ページぐらいまであがっているわけですが、例えば内線電話シス

テムとか、行政内でのこういうシステムだとか、ネットワークに関しては、非常にお金をかけて

いただいておるわけですが、９月の一般質問でも若干提案させていただいたんですが、各課の連

携を取りながら、地域の情報を細かいちょっとした情報でも結構なんで、企画財政課の方で取り

まとめいただいて、マスコミだとか、あと町内だとかに、いろいろと周知をしていただくことに

よって、町民の意識も高まるし、こういう地域ではこういうことをやっているんだということが

わかっていただけるのではないでしょうかという発言をさせていただきまして、町長の方からも、

ぜひ取り組みたいということでお返事をいただきました。その中で、先日、企画財政課の担当職

員の方とちょっとお話をしたとったんですが、そういうようなシステムはできあがっているのか

なという問いかけに関しまして、各課には発信をさせてもらっていると、ただ各課の応答がない

状態で、全く情報収集ができていませんというようなことで返事をもらっています。その辺につ

きまして、課長の方から何かありましたらよろしくお願いします。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 各課が連携をいたしまして情報収集をして、いろいろな町政だよりですとか、

町報ですとか、あるいはマスコミだとかそういったところに掲載をして、大いにＰＲしていくと

いうことで、担当は頑張ってくれているというように思っております。一応、与謝野町が誕生い

たしましてから、３つの分庁になるという中で、離ればなれでおるわけでございますので、一つ

の庁舎の中におりましても、すべての情報を集約するということについては、極めて難しいんで

すが、さらに困難になってきているという状況で、いろいろと工夫をいたしまして、各課から広

報担当という方を１人ずつ選んでいただきました。その中で、月に１回町報の編集会議を開いて、

記事の提供を受けたり、紙面構成について協議をさせていただいたりしているというところでご

ざいます。それから、週に１回は各課から情報を取りまとめまして、週間行事予定、月に１回月

間行事予定、これらのものを集約いたしまして、企画財政課の方から、マスコミとか、そういっ

たところに流させていただいているということでございます。しかしなかなかすべての情報を集

約しているかということにつきましては、なかなか難しい問題でございます。すべての情報を集

約しているということは言い切れないだろうと、努力はさせていただいておりますけれども、す

べての情報を収集しているということについて言い切れないというところがございます。したが

いまして、また、４月から新しい体制になるわけでございますけれども、今までの１年間を振り

返りまして、どの点が不足していたか、それを検証しながら、新しい体制で、さらに充実できる

ように努めていきたいと、現在そのように考えておりますということでご理解いただきたいとい

うように思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 先立っての先ほどは有線テレビの知事賞を申し上げさせていただきましたけれど

も、広報紙の方も与謝野９月号が優秀賞に入りました。はっきり申し上げますと、担当が一人で

孤軍奮闘やっているという現状でございますので、新年度からは広報の担当も含めまして、一人
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人員をふやすつもりでございますし、企画財政の中で、またもう少し有機的に連携して動けるよ

うな体制を組んでいくような方向で、取り組みたいというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 家城委員。  

６  番（家城 功） 私も議会で話し合われました結果につきましては、私なりの方法でいろいろな方

にお知らせをしとるわけですが、行政の情報を一番身近に手に入れる手段としては広報紙、また

有線テレビ、また防犯無線など、いろいろな手段があるのですが、なかなか発信する側の思いと、

受けとめる側の思いの中で、もっとさらなる充実をという思いは、受けとめる側にはあると思い

ます。その中で、いろいろと今お聞きしていますと、取り組んでいただいておりますが、より一

層、ご尽力いただきまして、生の行政をそのまま町民の方に理解していただけるようなシステム

をつくりあげていっていただきたいと思います。 

     時間があるので、もう一つだけすみません。７２ページですが、交通安全対策委員会の事業と

いうことで、予算があがっております。交対協の委員の皆さんにおかれましては、日ごろ、小学

校、中学校、また幼稚園の交通安全のためにご尽力をいただいたり、地域の交通安全のためにい

ろいろな活動をしていただいたりして、非常に感謝している次第でございます。その中で、先日、

交対協の委員の方が、各小学校でやっております自転車の安全教室について、警察と一体になっ

て指導をさせていただいている中で、聞きますと、この自転車安全教室の全国大会みたいなもの

があるということでお聞きしております。ただ単に安全を学ぶことも大事ではあるんですが、そ

の成果として全国大会に向けて、取り組まれるような学校を順番に決められて、そこだけを力を

入れるわけではないんですが、そういう目標の中で、安全教室をやっていくことも一つの子ども

たちにとっては楽しみではないだろうかというご提案をいただきました。なかなかそうなります

と、予算的にも限られた中で、また支出が増えていくようなことも起きてくるかとは思うんです

が、そういうようなご意見につきまして、何か思いがあれば総務課長になりますか、よろしくお

願いします。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 交通安全対策委員会につきましては、実のところ１８年度終盤に発足していただ

きまして、実際、１９年度から本格的な稼働をしていただくということでございまして、その中

でのそういう話ではなかったのかなというように思っております。小学校のことでもありますの

で、教育委員会部とも相談をいたしまして、対策委員会の委員長さんともまた話をさせていただ

きまして、検討をさせていただきたいというように思います。 

議  長（糸井満雄） 家城委員。  

６  番（家城 功） 最後と言いましたので、また町内の大会でも結構ですし、子どもたちの励みにな

るような中で、楽しんでなおかつ安全に対して考えられる、見つめられるような事業を計画をし

ていただくことをお願いしまして、１回目の質問を終わります。 

議  長（糸井満雄） 有吉議員。 

１ ４ 番（有吉 正） それでは、質問させていただきます。 

町長のスクラップアンドビルドというような基本方針を聞かせていただいて、素晴しいことだ

なというように考えております。ただ、私が思いますのに、まだまだ絞っていける部分はたくさ

んあるのではないかなというように思っています。その点について質問させていただきます。 
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まず、２９８ページでございますが、三河内郷土資料室の管理運営事業がございます。これは

教育委員会の中のことをしばらくちょっと言わせていただきますが、この中の、これは野田川町

の三河内の資料室でありますが、この中の借上げ料３６万円ございます。これは旧野田川町のと

きから、もうそろそろ整理する必要もあるでしょうと、いうようなことを言い続けさせていただ

きました。たかだか３６万円といえども、やはり在庫といいますのか、資料を整理して、もし場

合によっては、違う野田川町の場所に移してお返しするところはお返しした方がいいと、そのよ

うに言い続けてまいりましたが、なかなか続いてきております。この点についてお考えをお聞き

したいと、教育長ですか、今後のお考えも合わせてお伺いしたいのと。 

また、賃金も載っております。現在の運営状況ですね、どのようにして運営しておられるのか、

お伺いをいたします。この運営事業については、支出が１１６万６，０００円、歳入につきまし

ては、これは２０ページ、１０万円を予定されておりますが、この辺につきましての運営状況で

すね、よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。 

     三河内郷土資料室のいわゆる資料の保管場所、今、民家をお借りして、ご指摘のように月３万

円と、年間３６万円ということになっております。ご指摘のように旧野田川の町の時代から、監

査委員さんにはいつもお話を伺っておりまして、それ依頼、いい保管場所がないかずっと探して

いることは事実でございます。なかなかそうした適当な場所がなくて現在に至っておるわけです。

文化財の関係につきましては、発掘等で出てきました埋蔵文化財の整理場所、あるいはまた保管

場所というものもございまして、いずれにしましても、資料を保管する場所というのは、三河内

の郷土資料室以外にも非常に必要に迫られているわけなんです。それと一緒にいろいろ適当なと

ころはないか考えているわけですけれども、今のところ適当な場所はないと、懸案になっている

事項でございます。 

それから、運営の方につきましては、基本的に土日と祝祭日を開館しております。それと主に

小学校でございますけれども、社会科、あるいは総合的な学習の時間で、あそこにあります資料

を必要とする学習のときなんかは、開放、開けております。ただし、小・中学生については、入

出料は無料となっております。その管理に当たってもらっていますのは、３名の方に一人ずつ交

代で受付事務と、あるいは手機の実演とか、簡単な説明等をお世話になっている、そうした実態

でございます。以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 有吉議員。 

１ ４ 番（有吉 正） それこそ細かいことを、でもこういう細かいことを一つずつ整理していくことが

大事だろうとこのように思っておるのと、３町合併することによって、例えば、これは、明石に

あるようでございますが、農村文化保存伝習センター管理運営事業、これも三河内郷土資料室の

ところに載っているわけですが、これも４０万４，０００円ございます。私はこの中身見たこと

ないわけですが、どのようなものが入っておって、たくさん同じような施設があると、そういう

のも合併である意味、増えたわけですが、その辺もある意味、効率化というものを図っていかな

ければならないの違うかなと。この施設について、歳入については、これはなかったと思います

が、どのような運営状況になっておられるのかお伺いするのと。 
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先ほど、三河内の郷土資料室につきまして、３名交代で、小・中学生は無料で、あるいはいろ

いろ説明していただいておると、これも大事なことだと。ただ、批判だけ言うつもりはありませ

んので、後、土日当たりはどのように運営されて、連絡があってそういうときには遠足とか、勉

強にこられるときに行っておられるのでしょうけれども、ほかの休日当たりはどのように運営さ

れておられるのかも合わせてお願いをいたします。 

議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） お答えしたいと思います。 

     先ほど、三河内郷土資料室の関係でございますが、今、教育長からもありましたように、土日、

それから、祝日に関しては常時そこにおっていただくということで対応をさせていただいており

ます。 

それから、３町合併したということで、合併効果というんですか、従来でしたら、旧野田川町

の近くの小学生が見えておったんですが、今回、加悦の方の小学校が見学に行ったりということ

で、広く利用をしていただいているということも、この間、会議を持ちまして聞かせていただい

ております。 

それから、農村文化伝習センターの関係でございます。同じような関係なんですが、そこにつ

いては、この予算に計上しております分については、管理部門でございます。というのは、あそ

こに遺跡、それから、発掘等の収蔵というのですか、その分がコンテナするというても５００ほ

どありますし、その分については収蔵をしております。担当課いうんですか、担当係によります

と、もうどんどん増えて、収蔵するところが正直いってないというような悲鳴をあげているとこ

ろでございます。処分というのが文化庁なり、府の文化財課の方からも処分は勝手にはできない

というような指示もありますので、そういった遺跡については、常に保管をしなければならない

というような状況になっております。 

それから、三河内の郷土資料室と同様に民具の方も、農村文化伝習センターには入っておりま

して、これも正直なところ、整理がきちっとはできておりません。本当にたくさんの民具、地元

の地域の方から寄贈いただいた分をたくさん保管しておりますので、それについても、今後、や

っぱりきちっとした整理もして、定期的には古墳公園内の廊下というんですか、そこで展示も、

不定期なんですがさせていただいておりますし、そういう部分についても、町民の皆さんに公開

をしていきたいなというように今後も思っております。以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 有吉議員。 

１ ４ 番（有吉 正） 大体、農村文化保存伝習センターですか、大体内容わからせていただきました。

ただ、民具もあるというようなことで、例えば、そこにいっぱいかもわかりませんけれども、三

河内の郷土資料室の中に入っている中の価値あるやつも一緒に、例えばすることも必要でしょう

し、それから、保管場所が町有地の中でないというようにおっしゃっておられましたが、例えば、

おしかり受けるかもわかりませんけれども、旧例えば下山田の公民館ですか、そんなものには使

えんとおっしゃられるかもわかりませんけれども、いろいろな施設があるのではないかなと、こ

のようには考えております。 

     それから、もとの山田にあります国の法務局跡地、あれも中は私わかりませんが、確か、倉庫

になっておったと思うんですが、そういったところも利用できるのではないかなと、このように
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考えておりますので、ご検討がいただけたらというように思います。 

     あとは、指定管理いうことで、古墳公園に指定管理料が約８００万円、それから、椿文化資料

館、これも２３０万円ですか、江山文庫は直営でございますが、５３０万円余りかかっておりま

す。高山文化については３９万５，０００円、これが歳入予定と、利用料予定ということでござ

います。そういった意味では、スクラップにすぐするということではなしに、いろいろな手だて

で、やはり絞りに絞ってやっていく必要を私は感じるわけでございます。 

     それから、もう１点、若者センター管理運営事業というのが、同じく３０４ページですかあり

ます。これは加悦の運動公園にあるというように聞いておりますが、これは今現在、どのように

使っておられるのかお伺いいたします。 

議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） お答えをしたいと思います。 

     ３０４ページの若者センターの管理運営事業でございます。この予算についても維持管理費と

いうことであげさせていただいております。利用状況を申し上げますと、今、週一度空手の教室

の方がされております。それから、不定期なんですが、若者たちのバンド演奏が使用をされてい

るというような状況でございまして、この建物については、若者定住ということで、その補助金

をいただきまして、国体の前に建っていた建物でございます。若者センターということで、若者

を中心に利用をしていただこうということだったんですが、なかなか今、正直なところ、利用に

ついては、なかなか今言いましたように空手と、それから若者たちのバンド練習ということで、

それに今とどまっております。この活用についても、教育委員会もいろいろと利用していただこ

うということで考えてはおるんですが、正直言って、今、体育関係の施設、倉庫も一部利用もさ

せていただいておりますので、その倉庫もありますので、なかなか若者にすると全体の利用とい

うのがなかなか難しい状況でございます。したがって、一部の会議室というんですか、研修室を

空手とバンド練習に使用していただいているというような状況でございます。以上です。 

議  長（糸井満雄） 有吉議員。 

１ ４ 番（有吉 正） なら若者センターの収入というたら利用料ですね、この辺はいかがになっておる

のか、ちょっと歳入でちょっと気がつきませんでしたので、これについてお伺いいたします。 

議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） 歳入に関しては、２０ページの方に若者センター使用料ということで５，０

００円あがっております。個々に部屋と研修室とか、和室とかいうのがありますので、ちょっと

今、資料持ち合わせておりませんが、一応、１年で５，０００円ということで収入の方はあげさ

せていただいております。 

議  長（糸井満雄） 有吉議員。 

１ ４ 番（有吉 正） 若者の定住ということやら、それから、場所によって、バンド演奏当たりは、街

中よりも使い勝手がいい部分もあるのではないかなというように思いまして、非常に結構なこと

だろうとは思うんですが、利用料の５，０００円いうのは、利用者が少ないのか、安いのか、そ

こら辺はきちっと整理される必要もあるのではないかなと。やはり、１回使ったたら、少なくと

も１，０００円、あるいは３，０００円ぐらいは電気使うわけですから、やはりその辺は受益者

の方からいただくということも考えていっていただきたいなというように思います。ともあれ、
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町がお金がなくなったら、これ大変なことだと、一般の方はお金がなくなったら、水道料が払え

なくなればとめられる、あるいは税金が滞納すれば督促くる、あるいは場合によっては差し押さ

えということにつながるわけでございます。やはり行政というものは、ええことなんですけれど

も、いつまでも私は続く、これを維持管理ができる状況にはならないだろうなと、指定管理者制

度を含め、だから、指定管理者制度がスタートして、まだ半年でございますし、これはまた来年

どのようになっていくのか、１９年度どうなっていくのかということも考えておかねばなりませ

んが、常にそういった頭でやっていただく必要があるだろうなというふうに思います。そういう

点、三河内の資料室の倉庫につきまして、再度、教育長に今後の方針お聞きしたいとこのように

思います。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。基本的には先ほどお答えしたとおりでございます。いずれに

しましても、先ほどちょっとご指摘がございました旧下山田公民館も一つ候補に入れておるのは

事実でございます。それともう一つ、初め考えておりましたのは、旧岩滝劇場だったですかね、

あそこ今の施設、あれもいろいろ考えます。しかし、岩滝の方はちょっと、建物自身がもう老朽

化しておるので、そこで使えませんということです。いずれにしましても、博物館にしましても、

広くいえば図書館にいたしましても、美術館にしましても、それを展示するスペースよりも、そ

れらのための資料ですね、それを保管する場所というのは、それの数層倍のスペース、体積がい

るのは通常でございます。したがいまして、先ほど農村文化伝習センター、それらにもあります

し、また、旧野田川の現在の中央公民館のところにも一部まだありますし、方々に分散しており

まして、それらをやはり１町になったわけですので、一括保管する場所というのは、三河内郷土

資料室に限らず、教育委員会の方の懸案事項であることは事実でございます。それから、さらに

これは町長部局も同じだったと思うんですけれども、遊休施設と申しましたらちょっとぐあい悪

いと思うわけですけれども、それの有効活用というのは、これは教育委員会に限らず、やはりせ

っかくの建物が、それこそ遊休であるというのは、これはもうできませんので、活用する方向で

私ども、考えさせてもらっているところです。以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 少し補足的な説明になるかと思いますけれども、三河内の郷土資料室につきまし

ては、前段がございまして、あそこにありますいろいろな資料につきましては、皆さんから寄贈

いただいたり、あるいは寄託をされたりしている物でございますので、すべてリストアップして

整理はされております。それらを保管して置く場所として旧野田川時代に学童保育の施設を三河

内につくるというときに、そこの一部を倉庫として使うというような計画がございました。しか

し、３カ所を申請しておりましたけれども、２カ所しか認可がしていただけなくて、山田と、四

辻という形でなったことがございまして、そうした中で、では今の今、保管するのに、新しく資

料室が消防車庫の上にできましたので、保管する場所として、もとあったものをつぶしてしまっ

ておりますので、近所のお願いできるところに置かせていただこうということで、こういう形で

とられて現在に至っているということでございます。ですから、それらを踏まえまして、全町的

な中で、今後どうしていくかということは、これまた一つの考えていかなければならないことに

なろうかと思いますけれども、そういう経緯があっての今の状況だということは若干ご理解いた
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だけたらなと思います。 

     それから、スクラップアンドビルドの話なんですけれども、このわかりやすいのでスクラップ

という言い方をしておりますけれども、考え方としましては、スクラッチアンドビルドというこ

とで、スクラップと言いますとバシャっとつぶしてしまうようなそういうイメージがあるんです

けれども、要するに今の現状を、一度見直して、そして、それから新たな考え方なりを持って構

築していくと。考え方の問題を申し上げているのであって、その中にいろいろな施設を有効に使

っていくということも含まれたり、あるいは今ある制度をどういうように変えていって、今の現

在の有効なやり方に変えていくかという、そういう考え方を一度見直して、新たに構築していこ

うという考え方だという意味でございますので、ちょっとその辺が、今あるのをバシャっとやめ

てしまって新たにということも考え結果、そういうことも起こり得るというか、そういうことも

含んではおりますけれども、若干、その辺の言葉のとらえ方のニュアンスがちょっと違うかなと、

誤解が起こるかなというので、蛇足ながら申し上げさせていただきたい。本来の考え方はそうい

うスクラッチといいますか、そういう考え方だということでご理解を賜りたいというように思い

ます。 

議  長（糸井満雄） 有吉議員。 

１ ４ 番（有吉 正） 町長が最後におっしゃったことは、私もわかっておるつもりです。だから、何事

も時代というものは、やっぱり新しいことをやろう思うと、ただ継承していくだけではやはりつ

くりあげていくことはできないと思いますし、よくわかっておられる中、一つ、でもやろう思う

といろいろなことをやっていかなあかんというように私は思っております。よろしくお願いしま

す。終わります。 

議  長（糸井満雄） ちょっと早いんですけれども、ここで休憩をとりたいと思います。４０分まで、

２５分でございますので、４０分まで暫時休憩します。 

（休憩 午後 ２時２５分） 

（再開 午後 ２時４０分） 

議  長（糸井満雄） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

野村議員。 

１  番（野村生八） それでは、１９年度一般会計予算について質問いたします。 

     先ほど、伊藤議員からもありましたが、本１９年度の与謝野町の予算組み、全体としてハード

よりもソフト、身の丈にあった行政運営、また、福祉のまちづくりという新しい与謝野町をつく

るその基本の合意された内容にふさわしい予算になっているのではないかなというように評価を

しています。 

     まず、この予算全体について、質疑をさせていただきます。 

     はじめに、先ほども出ていましたが、１９年度予算を組むに当たって、５億円の財源が確保で

きないということで苦労があったというように聞いています。企画財政課長に質問しますが、こ

の１９年度の予算組みの困難の原因がどこにあるのかということについては、どのようにお考え

でしょうか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたしますが、まずは合併２年度になります。したがいまして、特
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別交付税、いわゆる包括支援措置が初年度は３億円余りあったわけでございますが、これが２億

円余りになってくると、そういった中で１億円以上の減収を生じるということでございます。さ

らに、税源移譲ということで税収はふえるわけでございますけれども、これは当然、基準財政収

入額に反映されるべきものでございまして、その税がふえた分だけ、基準財政収入額にその分は

１００％算入されるということでございますから、交付税そのものはふえないと、そういった歳

入が非常に厳しい状況であったということが言えるだろうというように思っております。さらに、

歳出でございますけれども、合併前に財政シミュレーションこういったものをつくっております。

これは、交付税のいわゆる特例措置のあります１５年かけて、職員の定数を類似団体並にしてい

くだとか、類似団体よりも非常に額の多い物件費でありますとか、扶助費等そういったものを順

次減額していくと、こういう予定でございますけれども、職員数につきましては、これはだれが

いつ定年になるだとかいうようなことで、勘定しやすいわけでございますが、いわゆる物件費、

扶助費、これらにつきましては、いわゆる類似団体並に抑えていかなければならない、そのため

にはこの程度は毎年落としていかなきゃならんという希望的数字を並べております。したがいま

して、では今年度はこれを落としていくんだというところまでの協議はできていない、それが合

併初年度ということもございまして、なかなか手がつけられていないというような中で、非常に

厳しい財政運営を強いられたということだろうというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 今、答弁でありました最初の部分で、合併関連の収入の減ということがありまし

た。１８年度については、合併関連の支出がかなりあったというように思いますが、そういう意

味では１９年度引き続いて、合併関連、いわゆる一時的な支出と見込まれる部分というのは、ど

れぐらい発生しているのか、この予算の中でお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 合併初年度というようなことで、いろいろな経費が発生いたしております。

コンピューターの調整の問題だとか、そういったものでたくさんの経費がいったということも事

実でございます。しかし、２年目だからといって何もいらないというわけではございません。平

成１８年度に引き続きまして、２年がかりで策定をいたしております総合計画の策定費用、こう

いったものが６６０万円、それから、男女共同参画の計画づくりが約３００万円、それから、町

政要覧こういったものが２９８万２，０００円、約３００万円、こういったいろいろな計画策定

に要します経費が引き続き計上していかなきゃならないということでございます。 

     それから、合併初年度のこの年は、こういった計画づくりがいわゆる合併補助金の対象にして

きたということもございますが、１億９，８００万円のいわゆる平成１８年度で交付を受けた、

３億３，０００万円でございますので枠が。その残りが後は交付されるわけですけれども、その

国の方のイメージといたしましては、１０年間にわたって３億３，０００万円が交付されると、

そのうちの１億９，８００万円を受けました。残りの額につきましては、後９年間で、それを

９で割ったような数字ぐらいしか入ってこんのではないかというようなイメージを聞かせていた

だいております。そうなりますと、これらの経費が合併補助金が当たらずに一般財源を一定充当

していかなければならないというような恐れもございますので、その平成１８年度に比べまして、

合併関連経費は少なくはなっておるんですけれども、一般財源の持ち出しという意味でいきます
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と、ちょっと厳しいかなと、こういう感じを持っております。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 今言われたように、合併したことによって、生まれている財源事業、それに

対して、国の方では、合併を推進するために、いわゆるアメと言われているいろいろなものが用

意されていましたが、それとの関係の整合性が、バランスが崩れている、主に国の責任だと思い

ますが、そういう問題が一つあるということでしたが、私はもう一つの問題として、公債費の額

ですね、これが非常に大きいのではないかというように思っていますが、この公債費は１９年度

では実質公債費比率ですね、幾らになるのかお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） あくまでも平成１９年度数値ということで、これから予算を執行し、決算は

まだ先の話でございますので、正確なことは申しませんけれども、一応、平成１７年度が

１５．９ということでございました。平成１８年度になりますと、これが１６．５まで上がる見

込みでございます。それから、平成１９年度では、これもまた交付税の算定やそういったものが

これからでございますので、何とも申せませんけれども、当初予算の見込みということでいくな

らば、１６．８まで上がってくるのではないかと、このように見込みを立てております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） この公債費比率が上がってくる、その原因は当然、起債があるということになる

わけですが、この起債の状況が、なかなか当面、返済額が減らない状況が、この合併した与謝野

町にはあると、これが大変、予算的に財政的にしんどい原因の大きな一つだろうというように思

っています。財政シミュレーションを見ましても、この大きく毎年同じ額を起債しても、大きく

公債費が減る年度というのが２３年と２４年になっています。つまり、そこまでは頑張っても、

今まで起債をつくった部分の返済が大きく落ちていかないと、この間は何とか頑張らないと財政

的に苦しいという、こういう状況があるのではないかというように思っていますが、これについ

てはどのように課長としては見ていますか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 野村議員ご指摘のように、公債費でございますけれども、まだ新町が始まり

まして１年でございます。したがいまして、新町で起こした借金を返している額は、まだ一銭も

ないわけでございます。したがいまして、ここにあがっております公債費元利償還金と言います

のは、それぞれ旧３町時代に起こした起債の償還を行っているということでございます。したが

いまして、これらがおおむね終了してくるのが、いわゆる平成２２、２３そういった年度になる

のではないかなというように思っております。その後は、合併いたしましてからは、合併特例債

というものをほとんどの起債で処置するということになります。交付税算入、元利償還金が

７０％でございますので、その意味では旧町時代の借金が減ってきて、新町の借金返しに移るわ

けですけれども、そういう効率の元利償還金の交付税算入があるということで、実質公債費比率

は下がっていくのではないかという見込みを立てております。ただ、この見込みの中では、余り

大きな起債を起こさない、平成１９年度、１８年度並の起債で推移してこのようになると、いう

ようなことでございますので、余り多くの借金をこの時期にするべきではないのではないかとい

うように思っております。 
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議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） この２２、２３、２４年度合わせるとそれ以外の年よりも１億４，０００万円ぐ

らい公債費が減るわけです。元金部分が、ですから、そこまでしんどいということだろうという

ように思っています。そこの時点が一つの節で、この時点で実質公債比率、いわゆる１８％を超

えると自由に起債ができないというように言われていますが、それに向けて、この数字がどうい

うようになっていくと、あるいはどういうようにしていくという形で予算運営をしようとされて

いるのか、その点についての将来見通しをしっかり持ってやっていただいていると思うのですが、

それについてのお考えをお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） こういったシミュレーションを立てます場合には、あくまでも前提条件を制

定する必要がございます。その前提条件といたしましては、平成１９年度、ただいま提案をして

おりますいわゆる予算の中での起債、その額が毎年推移するという想定で、一応シミュレーショ

ンというものは描いてみました。その中で、実質公債費 比率でございますけれども、一番高く

なるのが平成２０年度、これが１７．０程度になるのではないかと。それから、２１年度が

１６．８、２２年度が１６．６、２３年度が１６．０、以下、下がってくると、こういう見込み

を立てております。しかしこれは、先ほども申し上げましたように、前提条件がございまして、

あくまでも平成１９年度現在、提案をさせていただいております起債の発行額、この額程度の借

金をするという前提でございますので、また違った局面が出てくれば、また違ったシミュレーシ

ョンになると、こういうことだろうというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） そういう試算のもとに、この１９年度の起債額、当然、起債額のもとに、建設事

業が組み立てられたんだろうというように思っています。ちなみに、２３年の１６％にしても、

これでもやはり高いわけですから、それ以上に私は起債額を減らす努力は必要ではないかなとい

うように考えています。そこで、１９年度なんですが、今言われましたように、前年度に比べま

すと大幅に、大幅と言えるかどうかあれですが、起債額が減らされていまして、いわゆる元金の

返済が約１４億円に対して、新しい起債額は約１１億円を切っているということで、起債を減ら

す、こういう予算になっている、そのことは明確になっているのではないかなと。１８年度は当

初予算からほとんど同じでしたから、このままでは減っていかないというようなことでしたが、

１９年度に入って、今言われたようなことから、明確に起債総額を減らしていくという形で取り

組まれているというように思うんですが、しかしそれでも、なかなか公債費の比率が減るという

ことにはならないわけですが、この１９年度の取り組みがこのまま維持されようというのが、先

ほど、ちょっとお考えでありましたが、これについて、さらにこれを絞る必要があるのではない

かというように思うんですが、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 事務的に申し上げましたらば、野村議員おっしゃいますように、起債をさら

に絞って、実質公債費比率を下げ、さらに借金返しの額も減らしていくと、そうすれば経常収支

比率の改善にもつながって、財政余力も出てくると、こういうことになります。ただ、新町始ま

りまして、いろいろなまた新町としてやっていかなければならない事業、そういったものが出て
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くるかもわかりません。そういったときは、議会とか、そういったとこで判断いただくわけでご

ざいましょうけれども、そういったことも出てくる可能性はあるというように思っております。

ただ、健全な財政運営ということをやっていこうと思いますと、やはり借金は余り多くせず借金

返しの額も減らし、経常収支比率を下げ、いかなるときにも対応できるような財政余力、あるい

は基金を積んでいくといったことが理想だろうというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） こういう厳しい中でも、今言いました新たな起債の中身を見ますと、臨時財政対

策債に４億９７０万円、そして地域積立基金債１億６，７２０万円ということで、いわゆる事業、

ハード事業によらない起債が多くの部分を占めているわけですね、そういう点と、もう一つは建

設事業の中身を見ましても、学校耐震に１億６，０００万円、あるいは福祉施設関連の事業が

３，６００万円とか、住民の暮らしに直接かかわる安全や、そういう福祉、こういう事業が多く

の部分を占めているということで、最初に言いましたように、身の丈にあった財政運営に努めな

がら、福祉のまちづくりに頑張っていただいている、それが読み取れる予算ではないかなという

ように思っています。一層、そういう意味では、そういう生活関連を削るというとこら辺が厳し

いわけですけれども、長期的な視点に立った、一層この分野での起債を減らしていくという分野

での取り組みを求めておきたいというように思います。 

     もう１点は、こういう中で、合併特例債、あるいは過疎債ですね、これをどういうように使う

かということが大きな問題になると思うんですね。先ほど言いましたように、公債費比率を実際

に下げていこう思うと、今から総額を減らさざるを得ない中で、いわゆる優位な起債だから使っ

ても大丈夫という発想で事業を進めますと、先ほど言われたことは成り立たないのではないかと

いうように思っていますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 参考資料といたしまして、財政シミュレーションをお渡しさせていただいた

というように思っております。その中では、今後の借入見込み額ということで、今後１０年間を

推定しているわけでございますけれども、合併特例債につきましては、年間４億２，６６０万円

程度、合併特例債の基金分でございますが１億７，６００万円程度、臨時財政対策債を４億

９９０万円程度、通常事業ということで２億３，４７０万円、これらの毎年の借り入れを見込ん

で財政シミュレーションを立てさせていただいたということでございます。 

     そこで、では合併特例債は幾ら使うのかということでございますが、そのシミュレーションで

いきますと４１億２，６７０万円しか発行しないと、こういう計算になります。発行可能額は

１１１億７，２００万円でございます。約３分の１しか見ていないということでございます。こ

れでいきますと実質公債費比率というものはどんどん下がっていきますので、ではその時点で合

併特例債をどのように使うのかという議論は必要だろうというように思います。全額使うのか、

もっと使えやという意見もあるかもわかりません。それは今後の議論だろうというように思って

おります。 

     ただ、先ほど、野村議員ご指摘の、いわゆる元利償還金が交付税算入が効率だからどんどん使

えということになりますと、非常に危険な部分もはらんでいるというように私は思っております。

何回も言ったかもわかりませんけれども、いわゆる国は交付税の総枠というものをふやす予定は
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していないと、さらに削減していこうと、こういうことでございます。したがいまして、合併特

例債の償還金が７０％、交付税に算入されると、それが全国で毎年ふくらんでくるわけでござい

ます。毎年ふくらんできますと、これもう国としての義務ですから、交付税の総額の中から、そ

れを優先して、まず交付税枠を確保するでしょう。そうしますと、今まで生活費としてもらって

おりました交付税の額がどんどん減ってくる、その中で通常の生活費を捻出していこう思います

と、いわゆる合併特例債に返していくお金はいただいても、通常の生活分が減ってくると。その

減ってきた通常分の生活分の中から、なおかつ３割の借金返しを捻出していかなきゃならんとい

うようなこともございますので、余り交付税が７割だとか、８割だとか、辺地債８０％あります。

そういったものがあるから、これをやってもいいんだと安易に考えるべきではないだろうという

ように思います。ですから、いろいろな事業のときには、いろいろな角度から検討をして、皆さ

ん方にご判断をいただくということになろうかというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 例えば過疎債があるまちで有利な起債だから、ほかのまちよりも建設事業そのも

のをふやして、それでやっていけるんだという発想で取り組まれているところがあるわけですね。

しかし、現実には、そのことが今の国の流れも加速してですが、福祉を削っていかざるを得ない

状況に追い込んでいくというような内容がやっぱりあるだろうと思っています。この１９年度の

当初予算の建設事業、約１０億円ですかね、この予算規模からいえば、いわゆるこれが私は上限

ではないかなというように思っています。これをさらに削っていくということが、健全な財政に

早急にするためには必要だと思いますが、少なくともこれを超えないということが必要で、過疎

債がある合併特例債があるからといって、安易にこの事業費をふやすということが、後年の負担

をふやすということになるだろうというように考えています。そういう意味で、合併特例債、過

疎債があるからということでの事業量をふやすということではなくて、本来、与謝野町のふさわ

しい予算の中での建設事業費と、それに基づいた起債の発行という形で進めていただくというよ

うに先ほどの答弁をお聞きしたわけですが、そういう認識でよろしいでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 我々、担当いたしております課といたしましては、余り起債を発行せずして

健全な財政運営ができるように努力してまいりたいというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 次に、同じ企画財政課長に質問しますが、この物件費ですね、これが１９年度は

前年対比で４．７％、８，０００万円以上減っているわけですが、この中身は何かが減ったのか

お聞きします。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 物件費の減額についてでございますけれども、主に物件費と申しますと、節

の科目でいきますと賃金、旅費、公債費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、それか

ら、原材料費、備品購入費、こういったものが物件費ということになっております。その中で、

まず参考資料の１９ページをごらんいただきたいわけでございますけれども、この中で節別の経

費の分析表をつけております。その中で、一つひとつ申し上げると時間がないんですが、大きい

ものだけを簡単に言いますと、賃金で４款の衛生費でございますが、前年度より幾らか減少して
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おります。これは環境衛生の所長が臨時でございましたが、新年度からはそういったものがなく

なるということでございます。 

     商工費でも若干減っております。これは前年度当初予算では、クアハウス、この中のいわゆる

支配人、その賃金を組んでおりましたが、今年度は組んでいないと、こういったようなことで賃

金は下がっておるということでございます。 

     それから、需用費でございますが、これにつきましては、総務費が５，３９１万８，０００円

でございます。これにつきましては、合併初年度の合併記念式典、こういったもろもろの事業に

物件費を要しておったわけでございますが、合併２年目にはそれがないということでございます。 

     それから、次の役務費でございますが、これも総務費で２，７８９万９，０００円計上いたし

ておりますけれども、主なものといたしましては、郵便料を非常に減額させていただいたという

ことでございます。当初予算では、文書配布人の賃金、それから、郵便料そういったものを合併

１年目ですからなかなかつかめないということで計上しておりましたけれども、一応１年を経過

いたしまして、こういったものを減額させていただいたということでございます。 

さらに 使用料及び賃借料、全部で２，０００万程度減っておるわけでございますけれども、

これらはコンピューターの機器のリース期間が満了して、これは何千万円単位で減額になってい

るというところでございます。そういったところが物件費が減少した主な原因でございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） この物件費については、先ほど言いました合併のシミュレーションの中でも、今

度出されたシミュレーションでも、類似団体並に減らしていくと言いますか、減らさなければな

らないという形でのシミュレーションだろうというように思いますが、現実には、そういう形で

簡単に１８年から１９年までのように減るとは限らないというように思っていますが、今後のこ

の物件費についてのいわゆるシミュレーションの立場で可能なのかどうかという点については、

現状ではどのようなお考えをお持ちでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 合併１年たちまして、さらにもう一度、財政シミュレーション について見

直しをしてみました。その中で、類似団体と比較いたしまして、与謝野町が非常に多いのは、こ

れは人件費は、いわゆる減員過程ということでとらえていただきたいというように思いますし、

物件費と扶助費と、これが類似団体に比べて非常に高くついておるということでございます。し

たがいまして、それを１５年かけて物件費を今後落としていくということになります。シミュレ

ーション順は、その１４分の１ずつですが、そういった額ずつ落としていくというシミュレーシ

ョンでございますが、これについては、何を落としていくんだということが、まだ決まっていな

いということでございます。合併初年度は合併効果があらわれますので、必然的に物件費の減額

でできたと。例えば、町報出しておるのは３町が出しておったのが１町になったと、それから、

議会だよりでも、今まで３町出しておったのが一つになったとか、必然的にそういう合併効果で

減ったわけでございますけれども、２年目からは減らしていかなきゃならないんですけれども、

何を減らすかということについては、これから協議をするということでございます。 

野村議員冒頭申されましたように、当初予算、現在組み立てるときに、いわゆる経常的経費で

５億円の、これは各課からの要求額とかいうふうにとらえてほしいのですが、５億円そろばんが



－324－ 

合わなかったということでございます。そういう中で、何が削減できるのか、これについて４月

からまちづくり本部会を中心にして議論をしていきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） この物件費については、いわゆる今言われたように、根拠があってこのシミュレ

ーションをされているのではなくて、類似団体並に１５年後にこれだけ減らすというもとにつく

られていると。そういう意味では、これをそのとおりしますと、本当に新しい与謝野町が福祉の

まち、あるいはハードより、ソフトということで、身の丈にあったまちとして、健全なまちにな

るかという点では、こういう数字から発想すると、なかなか危ない内容がいっぱいあるのではな

いかなというふうに思っています。そういう点では、一層それを考えますと、一層先ほど言いま

した公債費を減らしていくと、これは１６％が私は少なくとも１２％とかところまで落とす必要

があるし、そうしますと、この物件費をここでまで落とさなくてもやっていけるという、そうい

う形になるのではないかというふうに思っています。とりわけ、２３と２７年度に１億

４，０００万円ほど減るわけですし、そういうとこら辺も見据えながら、慎重な取り組みが必要

ではないかなというふうに思っているわけですが、その辺の物件費を減らすに当たって、何が何

でもこれに基づいてやるということはいかがなものかと思うんですが、その辺についての企画課

長のお考えをお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。 

     野村議員ご指摘のとおり、例えば物件費を減らさずに他の経費を減らしていく、そういう選択

肢も当然あるわけでございます。いわゆる地方財政と言いますか、町財政、税収が基準財政需要

額を上回るぐらいあって、交付税をいただかんということになりますと、税収がふえたらふえた

分だけぜいたくな予算、が組めるということになるわけですけれども、残念ながら税収がふえま

しても、そこまでは至らんということになるだろうと、そうなれば町財政の規模そのものは、そ

んなに変わってこないというふうに思います。しかし、確かに借金を減らす、当然、そのように

努力をしていくべきだろうというふうに思いますが、やはりいろいろな時代の流れの中で、どう

しても手がけていかなければないないだろう、そういったハードもまた出てくるかもわかりませ

ん。そういったときは柔軟に対応ができるように、足腰の強い財政力を持ったまちになっていく

必要があるのではないかというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 先ほど言われましたシミュレーションなんですが、１９年度の予算が予算に基づ

いたシミュレーションになっていない、いわゆる予算の数字が入っていないシミュレーションに

なっていますね。一部、繰り入れ金とかは入っているんですけれども、そういう意味では、しか

もこれは地方債が１２億３，８００万円毎年出すという形で１９年度はそれを切っているわけで

すが、今指摘したような形で、一層厳しい形でこういう地方債等を見直した形の、これはこれで

資料として大事なのでいいのですが、一方でそういう視点でのシミュレーションというのをぜひ

つくっていただきたいというふうに思っていますが、この点が１点と。 

それから、物件費を減らすという視点からいっても、私が前から言っているように、情報管理
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の問題ですね、ここがかなりやっぱり多くの金額を当町使っているわけで、これをどう減らして

いくかということは大きな課題だというふうに思っています。今度の野田川で無線の実証実験も

始まるということで、一層その予算も、それが実際に実験から事業になりますと、いわゆる町の

中での情報関連の予算もかなりふえてくるだろうと思っていまして、それを一元的にやっぱり見

ていかないと、全課を横断して見れるそういう組織をつくらないと、なかなかうまくそれがコン

トロールできないのではないかと思っているのですが、そういう意味で、これは助役なのか、町

長になるかと思いますが、情報課の設置がやはり検討課題ではないかと思っているんですが、こ

れについてのお考えをお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 非常にこの情報化については、新しいまちの中で、先ほど言われましたように、

庁舎内だけのことではなしに、いろいろな意味で産業の面からも考えると、非常に大きなツール

になるだろうというように思っております。今回の予算の中には、そうした庁舎のまちの中での

行政を進めていく上での情報化という形のものの考え方を一つの予算にしておりますけれども、

今後については、やはりそれらのことについても、非常に真剣に考えていく必要があるのではな

いかというふうに考えております。 

確かに、いろいろな新しい環境整備と言いますか、まちの中の環境整備についても、大変多額

な費用がかかるわけでございますので、それらを有効に、今あるものを生かしながら、なおかつ

情報化を進めていくにはどうしたらいいかというようなことを真剣に考える必要があると思いま

すし、また、どういった方法をとっていくのかということも、これ大変重要なことになるかと思

いますが、住民の方々からの中からも、やっぱり産業の振興という面でも、そういう情報化の環

境整備をぜひ行ってほしいというような声も聞こえてきております。それらのことについても、

今後の重要な課題としてとらえて進めてまいりたいというふうには考えております。今ここでど

ういう方向性ということについては、まだ十分な議論もしておりませんので、そのことについて

は、今申し上げることはできませんが、大変大きな課題だというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） いろいろなシミュレーションを描いて、いろいろな選択肢の中から、町のい

く方向づけのお手伝いをする資料をつくるということは大事な、我々、事務方の仕事だろうとい

うように思っておりますので、そういった資料をつくれるように、課の中で協議をしたいという

ように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） ２３年、２４年が一つの節ですし、そしてもう一つは、言われました１５年ごろ

が大きな節に、目標になってきますので、そこに向けて、引き続き私も、人件費も含めて、どう

いう本来の財政のあり方が必要かということを検討していきたいというように思います。 

以上で終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに。 

     畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） 町民税の関連で質問をいたします。 

     何度か、話題にも出ておりましたが、小泉政治の中で、三位一体の改革がなされたわけですけ
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れども、その中で、税源移譲という問題が出てきております。その税の徴収の割合が変わること

になるわけですけれども、町民税と所得税の割合が変わるものです。町民税が２倍になる、その

かわりに所得税が２分の１になるということで、町民税も所得税も、両方納めている人は原則か

わらないということになるわけです。しかし、昨年は老人控除がなくなり、定率減税も減り２分

の１になり、大変な騒ぎになったわけですけれども、ことしまた定率減税がなくなってくるとい

うことになります。 

そこで、質問ですけれども、所得税はかからないけれども、住民税だけがかかる、こういう方

が出てくると思いますけれども、これは基礎控除の金額によってかわるわけで、住民税の場合は

一人３３万円が基礎控除、そして所得税は３８万円が基礎控除ということで、そこで５万円の開

きが出てきます。その５万円の違いで、収入はふえていないんだけれども、所得は５万円ふえる

という、そういう結果になります。所得税ぎりぎりのラインの方を見ても、とても収入が多いと

は思えないのですけれども、住民税だけかかる人についても、もちろんそういうことです。ここ

で大体でよろしいんですけれども、住民税だけがかかるご家庭というのは、大体何世帯ぐらいあ

るのか、何十軒という単位なのか、何百軒という単位なのか、その辺をお尋ねしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 和田税務課長。 

税務課長（和田茂雄） ただいまの所得税はかからないけれども、住民税がかかっている方と申し上げま

すと、１８年度の課税状況で見ますと、人数的には数百人おいでるという状況でございます。全

体の均等割も含めて１万人ぐらいのうちの数百人という状況ですので、結構な数になるのかなと

いうことかと思っております。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） 約数百人ということで、ことしは、定率減税がなくなるということで、何人かふ

えるのではないかと心配するわけですけれども、それがその方にとっては、ただ単に税金が２倍

になるということになります。所得税はないわけですから、倍になるということになり、これは

いえば、収入の低い方にも負担を押しつけるとこういうことになるわけです。単に、住民税だけ

でなくて、この中で連携して国保税ももちろん上がると思いますし、子どもさんが保育所が行か

れている方、この方については、保育料にも跳ねかえってくるのではないかということが大変心

配されるわけです。与謝野町の保育所、保育料徴収規則を見ておりますと、市町村民税非課税世

帯が３歳未満児で１カ月９，０００円となっております。それが、市町村民税課税になりますと、

一気に１万９，０００円になる、ここで１万円の値上がりということになって、これはもう大変

大きい。３歳児以上はみな同じですけれども、６，０００円であるものが１万６，０００円にな

る、ここも１万円の値上げになっております。これはもう大変な値上がりだと思うんです。毎月、

毎月のことですので、ここらあたりを町としては、というように考えておられるか、これについ

ては、町長にお尋ねをいたします。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 私にふられてもちょっと辛いところがあるんですけれども、そういう税制に変わ

りますので、やはりそれについて、町として粛々とそうしたことを遵守していくというかたちに

なるというようにご理解をいただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 
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２  番（畠山伸枝） 町として、これは困ると思っても、なかなか言いにくいのかもしれませんけれど

も、本当にこれは大変な国の悪政だと言わざるを得ないわけです。そしてまた、住民税が上がっ

て、府民税もまざっているわけですけれども、この中から町税分が与謝野町に入ってくるわけで

すけれども、これが入らなければ町の収入がまた減ってくるということで、これは払えない人が

私は出てくると思っております。数百人ということは、世帯数にして何世帯ぐらいになるのかわ

かりませんけれども、納税者が数百人となれば、その分が大変な収入の少ない人への負担になり、

貧困を一層固定化することになるというように考えざるを得ません。これに対して、三位一体の

改革が決まり、このときまだ旧町だったわけですけれども、税源移譲の話が出てきたときに、町

長、村長、市長、知事はじめ首長さんたちは、国へもう大変な怒りの声をぶつけられたというふ

うに記憶しているわけですけれども、もっともっとこれを言っていかないと、こんなことが続い

たのでは、地方自治体は大変なことになると私は思っておりますので、町長は、もっともっとこ

れを怒りをぶつけていってほしいということをくれぐれも申し上げておきたいと思います。 

また、与謝野町には、この保育所、保育料減免申請ができるということになっておりますけれ

ども、この申請も、所得が低い人に対して、就学援助のときも申し上げたわけですけれども、住

民税非課税世帯というのは、生活保護を受けている人よりも低いんですね、ラインが。だからそ

ういう人に対しても、ぜひとも就学援助を受ける人と同じように、やはり減免申請にこたえるべ

きだというふうに思いますが、これについてはいかがでしょうか、担当の方でもどなたでもよろ

しいですけれども、お尋ねします。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。  

     まず、税源移譲によりまして、市町村民税が増加をするということでございますが、基本的に

控除額等が変わらなければ、税率が幾ら移譲されても、ここで区分けしておりますのは市町村民

税の非課税世帯と課税世帯という区切りで、その上は所得税云々ということで区切っております

ので、そこにはそんなに影響が出てくるわけではないだろうというように考えております。 

     それから、減免の関係でございますけれども、減免につきましては、前年の所得が大幅に減額

をした場合、これも減免の対象にしておりますし、また、子どもさんが病気、あるいはけが等で

その月のうち、余り通うことができなかったという場合にも、減免規定を設けております。そう

いった部分に当てはまる場合には、一応その減免の規定にのっとって、減免をいたしております

けれども、現実、所得の低い方について、そこの対応については、現在のところはいたしており

ません。ただ、生活保護の場合は、保育料は無料ということでございますが、先ほど申されまし

たように、市町村民税非課税世帯の場合は９，０００円と、そこまでアップをしてしまうという

ことになるわけですが、これも合併協議の中で、それぞれまちの保育料が違う中で、いろいろと

長い時間かけて協議をした結果、この国基準をもとにして、個々の段階については、保育料を設

定しようということで決めさせていただきましたので、今そこのところを変えるというようなこ

とは考えておりません。ただ、今後におきましては、先ほど申されましたように、教育との絡み

もございますので、そこらについては連携を図っていく必要があるかなというふうには思ってお

ります。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 
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２  番（畠山伸枝） ただいまの減免の理由ですけれども、所得が大幅に下がったときというのは、実

際には余りないんですね。それは一家の収入を得る柱の方が病気で倒れられたとか、または災害

にあわれたとか、いろいろとあるわけですけれども、実際に当てはまる人が、そんなにはないと

いうふうに私は思っております。 

     最後に言われましたように、教育との絡みもあるということは多分、就学援助の関係かなと思

うんですけれども、そういうこともありますので、十分にいろいろなことを考えていただいて、

生活保護基準よりも、収入が少ない方、そういう方については、一定配慮がいるのではないかと

いうふうに思います。確かに、合併協議の中で決められたということですけれども、合併協議の

中で決めたことをただ守っていく、国が決めたことを粛々と実行していく、これではちょっと救

われない方が出てくるのではないかなと私は考えておりますので、そのことを申し上げておきま

す。 

     それから、次に、クアハウス岩滝のことのついてお聞きをいたしたいと思います。予算で金額

は出ているわけですけれども、ことしからクアハウスの無料券を廃止するというようにお聞きし

ております。合併当時、その与謝野町ができてしばらくして、なぜクアハウスだけが無料券を配

布されるのかという議論が大分出てきました。いろいろな議員さんからも、なぜリフレかやの里

は出ないんだとか、共通券にしたらいいのではないかとか、いろいろな意見が出ておりました。

これは健康づくりの方の事業としてやっているんだということでしたが、今回、廃止にされた理

由というものをもう一度お聞きしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ただいまの議員さんのクアハウスの入浴補助券の廃止ということのご質問です。

この合併協議の中で、入浴補助券、旧岩滝町がずっとされておりまして、新町になっても実施し

ていくということでありました。全世帯８，７００世帯に５００円券６枚、３，０００円相当分

をお配りをしたわけなんですけれども、これが６月ぐらいにお配りをさせていただきました。そ

うしますと、お配りした後、大変、私の方に電話がたくさん入ってきました。内容を申し上げま

すと、合併の中でこういったものをばらまき施策というようなことをやってもらうために合併し

てもらったのではないと、こういったばらまき制度については、即刻やめるべきだというような

ご意見やら、また、クアハウスの方に行きたくても、なかなか交通の便等が悪くて行けない、こ

のうらやましいような制度については、もうやめるべきだというようなことがあって、それぞれ

の庁舎で、現物として３，０００円券をお返しに来られた方も実際に数件ございます。このよう

に考えますと、一定、このクアハウスの入浴補助券については整理をするということにさせてい

ただきました。しかしながら、保健課としましては、このクアハウスというのは大変健康づくり

に重要な施設ということを認識しておりまして健診を受けていただいた後の、ちょっと虚弱な形

に対する、特定高齢者施策というのがございますけれども、ちょっと足の筋力が落ちたりという

ような方については支援していこうという、お達者クラブというのを実施しておりますが、そう

いった中では、クアハウスを利用して、健康づくりをしていこうというような事業にも取り組ん

でおりますので、すべての人に提供するのではなしに、必要な方、特に温泉を利用して健康づく

りをするという事業については、今後も検討をして利用をしていきたいというように思っており

ます。 
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議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） ただいまのお話では、８，７００世帯があると、その中て配った当初、ばらまき

をやめるべきだとか、さらには返しに来られた方もあるというようなことですけれども、その方

が何十人おられたかわからないですけれども、喜んでおられる方もたくさんおられると。また、

一度行って、クアハウスのよいとこだと、だから、続けていきたいとかいう、そういうリピータ

ーの方が出てこられることもあるのではないかと思うわけです。そしてまた、佐賀課長が言われ

ましたように、健康づくりに大変役立つものだと思っております。このクアハウスに行って、も

っと行きたいという障害を持った方もおられますし、いろいろな方がおられるわけですけれども、

私はそれを思えば、これはばらまき、一言でばらまきと片づけられるかどうかということも大変、

それぞれの人のお考えはあるわけですけれども、ばらまきといって切って捨てるというようなこ

とにはならないのではないかと思います。そして、この３，０００円分を８，７００世帯に配っ

たとして、これがみな使われるわけではありませんし、今のとこ、半分に満たない方しか使って

おられないようですけれども、もし半分の方が使われたとして、町の負担というのは、これ計算

したらわかるわけですけれども、幾らぐらいの負担になりますでしょうか。わかる方に答弁をお

願いしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えをさせていただきます。  

     正式な数字を申し上げますと、８，６６９世帯、１枚５００円の券を６枚ということで

３，０００円、１世帯に配るわけですが、全部で５００円券を５万２，０１４枚、保健課の方か

ら配布をしていただいております。したがいまして、計算をしますと全体で２，６００万円の換

算になります。それの半分ですから１，３００万円という金額でございますけれども、昨年も説

明させていただきましたけれども、国保会計に当たる部分だけを町の財源として、クアハウスの

財源として入れてもらうということですから、６３％と３７％で分けておりまして、６３％の分

をクアハウスの財源として入れていただくという形で進んでおりますので、今のご質問では、一

応国保、社保入れましたら１，３００万円，それの６３％、８１９万円が実際に入るというお金

という状況になると思います。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） 最終的には８１９万円程度ということですけれども、実際には５０％が使われて

いなさそうなんです。後、数日ありますけれども。大きいといえば大きいんですけれども、全体

から見て、町民にサービス、そして健康のためというように考えたら、それほど高い投資ではな

いのではないかというように思います。そして、クアハウスに遠くて行けないという方の中にも、

リフレかやの里でしたら行けるのではないかというようなこともありました。大勢の方がそうい

う意見を出されました。そういうこともありますので、今後、これをやめてしまうという方向に

ずっとそういうふうに行かれるのか、多少は考える余地があるのか、その辺のことについてお尋

ねをしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 答弁を求めます。 

     佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ただいまの議員さんの質問にお答えしたいというように思います。 
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     保健課といたしましては、先ほど言いましたように、健康づくり事業の方にシフトしていくと

いうことであります。また、クアハウスとしまして、いろいろな健康づくり、高齢者の健康づく

りから、また、アクアビクス、健康体操、それと幼稚園のプール使用の関係とか、いろいろな事

業を取り組んでいただきますので、それぞれの課による特徴を生かして、施設を使用させていた

だきたいというように思います。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） それではありがとうございました。以上で終わります。 

議  長（糸井満雄） それでは、ここでいったん休憩に入りたいと思います。 

     ただいま４５分ぐらいでございますので、４時まで休憩します。 

（休憩 午後 ３時４４分） 

（再開 午後 ４時００分） 

議  長（糸井満雄） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

引き続き、質疑をお受けしたいと思います。 

質疑はありませんか。 

廣野議員。 

４  番（廣野安樹） それでは、１９年度の予算につきまして、ちょっと質疑をさせていただきたいと

思います。 

     過日も私も一般質問の中で、町長の基本方針が示されました。その中で、合併の最大の目的で

ある行政の効率化を図りながら住民の目線でということで、これにつきましては教育長にも随分

申し上げたところでございますが、その点につきまして、資料の１８ページにあります人件費あ

たりは、１８年度と比較をいたしまして８，７０７万８，０００円の削減がされております。ち

なみに扶助費につきましては、１億８６８万円という金額が増になっているわけでございますが、

これにつきまして、見ておりますと、民生費で８億９，８４８万円、また大きなところで教育費

の中で扶助費で２，１８６万８，０００円、これをトータルいたしますと、昨年度よりは１億

８６８万円という金額が出ておるわけでございますが、この点、何でこのような金額が多くなっ

たのか教えていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

     まず、民生費の扶助費の増額の関係でございますけれども、ご承知のように障害者の自立支援

法が平成１８年度に施行されました。そういった中で、１０月からはさらに新しいサービス体系

に変更がされたというようなことがございまして、その部分で補助金から扶助費への組みかえと

いうようなものが発生をいたしております。そういった部分での扶助費が増加になっておるとい

うことございます。 

     それから、児童生徒医療費、これにつきましても１１月診療分から現物給付ということに改正

をさせていただきました。月によってかなりの差はございますけれども、１０月と１１月診療分

を比較しますと、月額で１００万円、この児童生徒医療費が伸びたというようなこともございま

す。その明くる月は、それが若干下がったということで、入院や何かの関係で変動があるわけで

ございますけれども、そういった部分で、年度の途中に制度改正をしたというようなことが大き
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く響いておるんだろうというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） その制度改正によりまして、いわゆる医療費は伸びたということでございますが、

診療分、これは本当に現物支給をされて町民からも喜んでおられることは事実であるというよう

に思っております。民生費の中で、いわゆる扶助費の関係ですか、障害者の福祉施設事業費とし

て３，３５０万円の増額ということであがっておるわけでございますが、その中で、設計費が出

ておるわけでございますが、設計につきましては、この与謝野町の建設課にも１級の職員さんが

おられるというようなことでありまして、わずかな結局、施設の設計図であれば委託するのでは

なしに、やはり職員によってお世話になるようなことはできないのか、これにつきましてはいろ

いろな事業の中で、わずかな設計費があがっておるわけでございますが、こうした設計図は建設

課の方でつくっておられるやつもあるわけでございますが、こうしたことが委託に出すのではな

しに、町の職員によって、できることはできないのか、この点ちょっとお聞きをしておきたいと

思います。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

     基本的には建設課の職員で対応していただくということを基本に考えております。ただ、いろ

いろな事業を抱える中で、その部分が賄えないという部分について、委託に出していきたいとい

うことでございます。したがいまして、予算には計上させていただいておりますけれども、建設

課とそのあたり、十分協議をして考えてまいりたいというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） 経費の面からぜひそのようにお世話になりたいというように思っております。 

     それから、企画財政課長にお聞きいたします。１９ページで、報酬給料等、報酬につきまして

は１６５万円、ぞれから、給料につきましては６，７３１万円というような減額がなされ、共済

費では１，５１７万円の減額がされておるわけでございますが、議員手当で２１７万

３，０００円が増額となっております。職員さんも減り、報酬も減り、給料も減る中で、職員の

手当等がなぜ２１７万３，０００円増額になっているのか、ちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

議  長（糸井満雄） 暫時休憩します。 

（休憩 午後 ４時０６分） 

（再開 午後 ４時０７分） 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） 先ほど、畠山議員の方からもありましたクアハウス無料の入湯券の問題につきま

して、もう一度、再度教えていただきたいんですが。これの点につきましては、金額等につきま

しては、先ほどお聞きしたわけでございますが、旧岩滝町のときに、国保税が１戸当たり１７万

円ほどかかっておったのが、クアハウスができまして、皆さん健康になっていただいたのか

１３万円まで落ちたと、１戸割で４万円減額、４，０００万円ほど町民に還元というようなこと

で、非常に大きな金額が町民に還元をされたというようなことが過去にあるわけでございますが、

ういったことを考えますと、やはり健康になっていただくのは、一番重要なことであり、また、
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そうしたことを考えますと、やはりこういったクアハウスの施設を利用していただいて、町民が

健康でやっていただくということが一番であろうというように思っております。先ほどの金額を

聞いておりますと、クアハウスの方から持ち出し、いわゆる商工観光の方で持ち出しが約

８１９万円というようなことをお聞きしますと、健康になっていただく４，０００万円から比べ

ますと、こういった事業費は非常に安いというように思うわけでございますが、今年度、この無

料券配布を今、考えておらないということでございますがそういったことも考えていただいて、

また再度、入場券の無料配布はできないのかお聞きをしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） このクアハウスの入湯券の助成につきましては、今、議員さんおっしゃられまし

たように、国保の対象の方についてを国保会計を通じまして交付させていただいたという経過が

ございます。これにつきましては、健康づくりのためということで、国の方の健康づくり事業と

いう補助金制度がございまして、これは旧岩滝町時代は、この一般会計から国保特別会計に繰り

出してをして、そしてまた一般会計に繰り入れるというこういったトンネルによって、補助金を

受けておられました。この制度については、既に廃止ということになっておりまして、くるっと

お金を回すだけでの補助制度というのがなくなったという関係で、こういったこともありまして、

一定、今回整理をさせていただくということでございます。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） 確かに、その制度がなくなったということはお聞きをしておるところであります

が、いわゆる町民の方が健康になるということが最大の目的であろうというように思っておるわ

けでございます。これにつきましては、昨年度の予算編成のときにも、リフレかやの里も無料券

を配布したらどうだというようなこともお聞きをしておったところでございますが、無料券もと

もに、共通無料券というような形で配布をされれば、交通に対しての利便性も加悦・野田川の方

にも図れるのではないかというようなことを思っておりました。ぜひ、この問題につきましては、

再度お考えをいただきたいいうことを申し上げておきたいと思います。 

     続きまして、１８６ページの丹後リフレッシュ事業でございますが、１，３０５万

５，０００円、この事業費については、１割負担というようなことで、京都府の事業が９０％も

ってくれる大きな事業でございますが、この事業につきましてまずお聞きをしておきたいのは、

リフレッシュ事業、この名前は非常にいいわけでございますが、どのような形で今後、これを利

用されていかれるおつもりなのか、ちょっとこの点をお聞きをしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 山崎農林課長。 

農林課長（山﨑信之） リフレッシュ事業の重要性については、廣野議員の方が詳しいのではないかとい

うように思っているのですが、今年度予算につきましては、前年度実績ということで、大体昨年

並を見させていただいております。リフレッシュ事業は随分前からやっておるわけですが、その

丹波縦貫林道について、長い年月の間で利用するについて危険箇所があったりということで、道

路幅を広げる、７ｍをとって、２車線をしっかり整備していくということでされておったのです

が、実は京都府の方も、そのリフレッシュ事業について、町民といいますか、地域住民にアンケ

ート等の調査をされまして、そこまでの立派な道路いらんので、５ｍで、ときにすれ違えるよう

な余地をとるような形で整備していくということに、２年ほど前から方針変えておりまして、そ
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ういう整備のやり方でやっております。それで、一定の縦貫道については、いわゆる林道の整備

の部分もあるわけですが、やっぱり丹後観光の一方の幹線であるという部分もありますので、当

時は関係市町村がこぞって縦貫林道の整備に取りかかってほしいという要望のもとにやられてい

るというように思っておりますので、この辺については、計画規模も京都府の方も見直しをされ

ておりますし、一定程度お願いをしていかんなんというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） 資料の１２ページにあります林道整備、これの２，６７５万５，０００円のハー

ド継続ということで、負担金が計上されておって、天の橋立を眺望できる観光林道として京都府

が整備を進めている丹後縦貫リフレッシュ事業の負担金を計上しておりますということが載って

おるわけでございますが、拡幅することによって、雨が降ったりなんかしたときに、大きな災害

が起きるというようなことで、この点につきましては、もう本当に結局、新しい道路を新設する

ことにつきましては、もう後、修復するのは単費でやっていくより仕方がないようなことになっ

てきますと、この財政厳しい中で、この改修事業も計上していかないかんということになります

と、確かに、この林道を大勢の方が利用できるのかどうかということを、将来的に考えますと、

非常に大きな問題があろうというように思っておりますし、道路が拡幅することによって、雨が

降ったり、災害が起きたり、そうしたときに、道路が決壊し、それの修復に大きな今度金額がい

るというようなことも言われますので、この点につきましては、京都府ともお話をしていただい

て、私も過去に話したことがありますが、この問題につきましては、やはり十分見直していく必

要があるのではないかと、２年前に見直されたということでございますが、これに対するアンケ

ート調査も過日にされております。そういったことを結局、踏まえて、言わせていただきますと、

私が聞いておる範囲では、あんなもんはせいでもええというご意見で、アンケート調査を出した

というようなことを多くの方から聞きましたが、アンケート結果は、そんな結果になっておらな

かったように思っておりますが、またその点につきましても、教えていただきたいというように

思っております。 

     それから、１３４ページの母親クラブの補助金、わずが１８万９，０００円しか出ておりませ

んが、これはどういうような事業に使われておるのか、この点をお伺いをしておきたいと思いま

す。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

     母親クラブの補助金につきましては、児童館の関係でございまして、京都府の方ですか、そこ

から補助金をいただきまして、それを確か補助率が３分の２ということでございます。京都府の

補助金といたしましては、児童更生施設等事業費補助金ということで３分の２補助の１２万

６，０００円ということで、児童館の関係の母親クラブという位置づけでございます。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） 旧岩滝町時代の関係の流れですね。はい、わかりました。 

     それから、少しだけお聞きしておきたいのが参考資料の２０ページでございますが、農林水産

事業として石田農道の舗装事業が４５０万円あがっておるわけでございますが、この点について

お聞きをしておきたいと思いますが、これは特別会計であがっております石田区画整備事業の中
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の地図を見せていただいておると一貫ではないかというように思うわけでございますが、もしも

間違っておればあれなんで、ちょっとその点をお聞きしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 山崎農林課長。 

農林課長（山﨑信之） 廣野議員ご質問のように、石田の土地区画整理事業内の農道に２路線４９０ｍの

農道舗装の事業費です。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） この事業は２年継続でされるというようなことで、恐らく来年も予算がつくので

はないかというように思うわけでございますが、区画整備事業は、京都縦貫おりてきたあと、も

う京都府の方で、橋も何億という大きな金額をかけて整備がされておりまして、上からおりてく

るのが２１年ごろで、２２年には供用開始になるというようなこともお聞きをしておりまして、

区画整備事業は、府道の拡幅と絡みまして、裏側の農道の整備、いわゆる宅地造成を行うという

ことで、特別会計によって事業が旧岩滝町のときから継続をされておる。その中で、農道舗装が

行われるということに対しまして、いささか理解ができない面があるわけでございますが、この

点について再度、どのような形でこの農道舗装の事業費を計上されたのか、この点につきまして

は、町長の方にお尋ねをしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 坂本建設課長。 

建設課長（坂本典男） 町長へのご質問ですけれども、ちょっと区画整理と旧岩滝町の関係いたしてまい

りましたので、ちょっと私の方から答弁させていただきます。 

     先ほどご質問のとおり、先ほどの農林関係の農道舗装については、区画整理事業と重複してお

るところがございます。その中で、現在の区画整理状況ですが、本日の新聞でも、地価公示です

か、ごらんになったのではなかろうかと思っております。市内の方では、土地が上昇傾向になっ

てきたというようなお話もございますが、まだまだ丹後の方では下降ぎみだということでござい

ます。その中で、まだ地権者の方でご理解がいただけない方が何人かおられますけれども、そう

いった中でも地価が下落している中で、この区画整理事業には賛同はできないと、そういったご

意見があります。現在といたしまして、区画整理事業、今、いつから再開というような目鼻が立

ってないのが正直なところでございます。 

     私の個人的な考えで申し上げますと、今の情勢からいきますと、先ほど廣野議員さんがおっし

ゃられたように、高速道路のインターチェンジが開通するとか、そういった今、石田橋がかかっ

ておりますが、それが通れるようになるとか、そういった部分があろうかと思います。私は、府

道と宅地造成の部分に２段階施行という部分も含めての区画整理という部分を頭に入れていかな

ければならないのかなと、そういった意味で、ただいまの農道舗装については、今、１９年度で

は舗装をやっていただいて、４、５年にすぐにつぶすということは出てこないかなというように

思っておりますので、そういった問題については、私は区画整理とすぐにはけんかすることはあ

り得ないというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） 課長の言われるのがわからんわけではございませんが、あの事業には、日本冶金

の鉄路敷跡約７，５００万円、それから、この石田区画整備事業の図面作成に７，５００万円ほ

ど、大方１億５，０００万円ほどかけた事業でございますので、そういったことを考えますと、
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やはりこの事業は何としてもまとめていただきたいということを思っておるわけでございますが、

今言われましたように、二段階施行というようなことで、お考えであればできるだけ早く府道に

手をかけていただいて、府道の方からアクセス道路として整備がお願いをしたいということを申

し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 先ほど廣野議員ご質問の資料の１９ページの職員手当等に関する件でございます。

資料の１９ページで職員手当等が２１７万３，０００円ふえておるということで、これの内容で

ございますが、予算書の３２１ページをごらんいただきたいと思います。 

     ここに給与費明細書がございまして、上の方が特別職の明細書でございます。そのうちその中

の給与費のうち中段ですけれども、期末手当の比較の計、△の２１９万６，０００円、それから

その横の寒冷地手当の比較でございますが△１７、その他の手当△２６２万６，０００円、これ

を足しますと△の４８３万９，０００円でございます。この△減額の主な理由は、昨年の予算で

は収入役の人件費も計上いたしておりましたし、その部分と、それから６月の期末手当で特別職

の方は期間率がかかりましたので、その分で減ったものというように思っております。 

それから、一般職の方の比較で、給与費の中段、真中辺に職員手当とあります。それの比較で

７０１万２，０００円プラスということで、これと先ほどの△４８３万９，０００円を差引しま

すとプラスの２１７万３，０００円ということでございます。 

それで、一般職の職員の方、職員手当が７０１万２，０００円、ふえている内訳でございます

が、その下に職員手当の内訳というのがございまして、一番下でございますが、右から２つ目と

３つ目、退職手当の負担金、これが１，７５８万５，０００円ふえております。それから、退職

手当の特別負担金、これは１，８５５万１，０００円ふえております。新町になりましてから退

職手当の負担金につきましても、職員手当等に含めるということになりましたので、ここに計上

をされておるわけですけれども、退職手当の負担金につきましては、団体収支が当町の場合赤字

となっておりますので、率がふえました。その件で、１，７５８万５，０００円ふえたものでご

ざいますし、特別負担金につきましては、勧奨退職者の嵩上げ分１０％分を町が負担するという

ものでございます。以上でございます。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。小林議員。 

５  番（小林庸夫） お疲れのところ、もうしばらくよろしくお願い申し上げます。 

     初めて私も議員にさせていただきまして、はじめのうちは、どういうんですか、何が何だかわ

からんまんまでしたけれども、こうして新年度の予算書を見せていただきまして、非常に財政的

に厳しい中で、こうしていろいろと住民の要望を出される、理事者側の皆様方のご苦労を思いま

すと大変だなと思っております。そういう中で、あえて町長にちょっとお考えをお尋ねしたいと

いうことを申し上げたいと思います。 

     まず、歳入についてお尋ねするんですが、１０３億の予算の中で、自主的な財源としまして、

町税が１８．５％、それから、使用料及び手数料で３．３％、諸収入が４．７％、あとは町債と

いうのですか、借入金が１０．５％という形で、本当に３割自治ということも耳にいたしており

ますが、三位一体の税源移譲によりましても、まだこういった町債を除きましたら２６．５％の

自主財源という中で、運営をなされていくという数字になっているようでございます。本当に、
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これは与謝野町だけではなしに、どこともがこういった中での非常にご苦労なさっておられるこ

とは新聞なり、マスコミなり、テレビ等でも報道もなされておりまして、どこともが大変な中に、

本当に一部、東京のようなとこだけがめぐまれておって、大部分はこういう非常にやり繰りの中

での推移をせざるを得ないという中でございますが、まあいわゆるこのまま行政とか、こういう

ところかわかりませんけれども、このままずうっと果たしていって大丈夫なんだろうかという思

いをいたしておるわけでございます。少しでも、先ほども有吉議員が申しておられましたけれど

も、もう１万円でも、２万円でもやはり自主財源をふやす、確保する、きょうまでも私も申して

いましたけれども、何か言葉よくないと思いますけれども、売上を何かできないかということを

申しておりましたけれども、いわゆる自主的な財源の確保ということのついての町長の思いとい

うのですか、お考えをまずお聞かせいただきたいと。前回、・・・も維持しておられるようでご

ざいますので、ちょっとお考えをお聞かせいただいたらと思いまして、お尋ね申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 今のご質問について、すぱっと解決策なりがあればというように思いますけれど

も、非常にこういうどこのところも財政が厳しい中でと言われますと、なかなか解決策というも

のは、生まれてこない、非常に厳しい状況だというように思っております。今の現在の状況を維

持するだけでも、非常に厳しいなというようなそういうとらえ方をしております。そうしてきま

すと、こういう状況の中で、先ほど来出ていますように、かかるものがかかってくる、そうした

ら入るものが非常に少なくなってきたら、あとは出す方を絞っていくという地道な取り組みが必

要かなというように思いますし、そうした中で、一つでも二つでも、そういう財源が税として入

ってくるようなものが、ふやしていくそういう手だても当然考えて、全く策がないというだけで

はなかなか難しいというように思いますけれども、その方法について、一体どういう方法がいい

のかということをやっぱり考える必要があろうかというように思います。そう思いますと、この

与謝野町の中にありますいろいろな人材なり、施設なり、またこういう自然環境なり、丹後へ入

ります入り口であるとか、交通の要所であるとか、地理的なそういう条件、それらを考えた中で、

やっぱりとるべき策というものが生まれてくるのではないかというように考えております。行政

が旗を振って、少し前まで、神戸あたりでも神戸株式会社と言われたようなそういう時期もあり

ましたけれども、今こういう日本全体が経済的に厳しい中で、とりわけ都市部ではない田舎が厳

しい中で、やっぱり都会と同じことをやるというのでは、これは難しいだろうなと。やはり、与

謝野町のこういった自然や、環境や、人などの生かしたようなそういう新しい業を起こしていく

ということを考えていくことが大事ではないかなというように考えております。そうした意味で

は、とりわけ、今農業は非常に厳しい状況でございますけれども、農業とても新しい展開をやっ

ぱり考えていかなければならない、そういう重要な時期でもありますし、一番、この与謝野町の

メインでありました織物業が、こういう非常に厳しい状況の中で、やっぱりそれなりに頑張って

おられる方もあるわけですので、その火を消さないようなそういう方向も考えていかなければな

らないでしょうし、先ほど来、一番初めのときも申し上げましたように、高齢化が進み、少子化

が進む中で、お互いが仕事を生み出す、そうしたことを考えていくときには、やはりそれらの人

材も田舎は田舎なりにあるわけですから、そうした方を生かした福祉の施策の中で、雇用を進め

ていくとか、そういう手だてが必要ではないかなというように考えております。昔のように、企
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業誘致をして、町が「ここへ来てください」という時代は私はもう終わったと思います。ですか

ら、今あるものを生かした中で、それぞれが知恵を出して、進めていくことが大事ではないかな

というように思っております。非常に受け身のような形のように思えると思いますけれども、そ

こはいろいろな考え方があって、今、逆手に団塊の世代がＵターンしてくるだとか、そういうこ

ともありますので、人材としては、私はこれからますます魅力ある方たちが今度頑張って、第二

の人生を頑張っていただけるようなそんな時代になるのではないかと思いますし、そういう方た

ちの知恵を借りながら、この地域をもり立てていくということも可能だというように思います。

そういう、また今までとは違った視点での、このまちのとらえ方をみんなで考えていくというこ

とが大事ではないかというように考えております。お答えにならないかと思いますが、そういう

気持ちでやはり今あるのを嘆くだけではなしに、やっぱりこれを生かしていくようなお互いにみ

んながそういう方向を目指して頑張っていくということが必要ではないかと感じております。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 非常に大きな課題でありますだけに、町長のおっしゃいますように、本当にこれ

以上、答えがどなたもなかなか見つけ出すというのは難しい中において、本当に町長は一人ひと

り輝くまちという形のことをおっしゃっておられますが、本当にそれが一番ベターなんでしょう

けれども、そういった個々の方々の力をまずということもですけれども、行政としての工業云々、

誘致のことを申されましたけれども、やはりそういうアンテナは常に今、町長も張っていただい

て、やはりそういう個々の力で立ち上がるという人はもちろんですけれども、外部からのそうい

った形のことがありましたら、こういった山と緑と空気というぐらいの、どこにもあるようなと

ころですけれども、そういう中でも丹後のそういったとこに目を向けていただく職場を持って来

ていただける方を、常に考えていただくという、そういう姿勢は強く持っていただきたい。それ

が非常に皆さん、若い人の職場がないという形のことで、子どもさんを手元に置きたいと思って

も、なかなかあれへんという形のことで非常に苦しんでおられることもよく耳にするんですが、

やはり行政をはたあげを、なかなか難しいことかと思いますけれども、ぜひそういったことの努

力はお願いしたいとこのように思うわけでございます。 

     そういう中で、先立っても、いわゆる総務委員会でも話したんですが、いわゆる少しでもお金

を使わずに利益の上がる方法はないものかというような形で、加悦町のＣＡＴＶの中にいわゆる

コマーシャルを流す、そういうコマーシャルの募集でもしていただいて、年間何件か確保してい

ただいて、５万でも、１０万でも、５０万でも上がれば、またそれも別途収入が上がるのではな

いかという話をさせてもらったんですけれども、そういったこととか。あるいはクアハウスの売

上増にかなりの金額を確保されておられますだけに、やはり大きな収入減となっておりますので、

何とか太田課長に頑張ってぜひやっていただきたいとこのように思っております。 

     それと一つ、企画財政課長にお尋ねするのですが、大きい本の８ページのいわゆる地方債の予

定が記してありますけれども、金利はきょう現在大体何％ぐらいで借り入れできるものかちょっ

とそれを参考にお尋ねしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） これは平成１９年度で実際に借り入れをいたしますのは来年の５月ごろにな

ります。いわゆる出納閉鎖時期にほとんど借り入れしておりますので、だから現在としては、何
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ともいえないとこなんでございますけれども、一応、利率としては年５．０％以内でお借りしま

すよということでございます。しかし、現状の政府資金等の利率を見ておりますと１．４％程度

でお借りをしております。その前後になるのではないかなと。ただ金利は上がる方向だというこ

とでございますので、何とも申しませんが、現在のところ政府資金は１．４％程度というところ

でございます。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 総務委員会でもお話伺ったんですが、ことしは借換債で安い金利に借りかえるの

が一部あるというような形のことをお聞きしておるんですが、本当に、６％あるいは５％台であ

りますだけに、何とか民間でありましたら、一括どこかで借りてお返ししてという安い金利に乗

りかえさせてもらうということができるのですが、なかなか行政は難しいということでございま

して、できたらそういうことができるのがありましたら探していただいて、今後の金利負担の少

しでも少なくなるよう形のことをお願いしたいということをお願いしたいと思います。 

     それから、２２ページの衛生手数料のくみ取り手数料のことでございますが、これが昨年の予

算と比べました１３％もダウンしておるようでございますが、これはどういうこと、いわゆる下

水道の普及のためなのか、ちょっとお伺いします。 

議  長（糸井満雄） あらかじめ申し上げておきますが、議事の都合によりまして５時若干経過すると

思いますので、質疑を続行いたします。 

     藤原住民環境課長。 

住民環境課長（藤原清隆） それでは、失礼いたします。くみ取り手数料が現年度分ということで

９，２４０万円計上しております。これにつきましては、下水道の普及によりまして、施設の使

用料なり、くみ取りの手数料が年々減少しております。一番最大の年につきまして平成８年度の

１億５，７００万円でございます。平成１９年度の当初予算につきましては、平成８年度の一番

多い年と比較しますと、約４，８４０万円の減でございます。こういったことで下水道の普及に

よりまして、年々減少をしていくということでございます。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） それから、税務課長にちょっとお尋ねするんですが、２８ページの府民税の徴収

事務委託というので、昨年と比べましてかなり増額になっているようでございますが、これは何

かわけでもありますか。 

議  長（糸井満雄） 和田税務課長。 

税務課長（和田茂雄） ただいまの府民税の徴収事務の委託料の増額についてのご質問にお答えいたした

いと思います。所得税から住民税への税源移譲は、当然、住民税は町民税と府民税でございまし

て、府民税も取り扱いの額がふえてまいります。１９年度につきましては、納税義務者一人当た

り４，０００円、府の方からいただけるということで積算させていただいておりますので、

１８年度までから比べますと算定根拠も変わっておりますし、見込みで４，２００万円を計上さ

せていただいているということでございます。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） もう一度企画財政課長かと思うんですが、お尋ねします。 

     ３６ページの諸収入の件ですが、いわゆる野田川災害助成補助とか、去年は出てなかったよう
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なんですが、どこからそれぞれこういった助成金がもらえるものかちょっと。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） ＫＴＲの職員の派遣経費の支援費を３００万円計上いたしております。これ

につきましては、平成１８年度の当初予算では計上しておりませんでした。しかし、現実的には、

昨年の４月からＫＴＲの職員を一人派遣しておりますので、この前の３月議会で補正予算を計上

させていただいたということでございます。そこで、ＫＴＲの利用促進協議会といいますか、関

係沿線市町がそれぞれお金を出し合って、この協議会を運営しているわけでございますが、それ

ぞれの分担率に基づきまして、利用促進協議会にお金を払います。そのお金の中から、派遣して

いる市町村に３００万円の人件費相当分を入れてくれるということでございます。そういうこと

でご理解がいただきたいというように思います。 

議  長（糸井満雄） 坂本建設課長。 

建設課長（坂本典男） ３６ページ、その下のＫＴＲの下が野田川災害助成補助事業補償金の関係ですか、

これに関連しまして、２２８ページをごらんください。２２８ページのやや下段あたり、補償補

てん及び賠償金のところの説明欄の２２節のとこですが、補償補填及び賠償金、補償金というこ

とで、同じく１，９００万１，０００円あがっております。これは野田川改修に伴いまして、旧

加悦町域の六塀井堰、それから、加悦、アライネ井堰と、府からトンネルというような格好の補

助金でございます。事業に伴います部分です。京都府です。単年度の部分です。この事業に伴い

ます部分でございます。以上です。 

議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） お答えをしたいと思います。 

     日本スポーツ振興センターの災害給付金、医療費調整金ということで１２０万円計上させてい

ただいております。この件については、昨年の１１月から児童生徒の医療費の受給者証が各保護

者へ配布され、児童制度の医療費支給が現物給付となったという経過がございます。それに伴い

まして、学校の災害共済給付の関係の事務でございまして、その分について、公費負担分を町の

一般会計の方に入るということでございまして、１１月から積算しまして、月１０万円程度、町

の会計の方に入金があると、センターの方からということで計上させていただいております。そ

の分でございます。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 坂本課長かと思います。１８６ページのこれは農林課ですかな、林道の舗装工事

について、下谷林道があるんですが、この林道の舗装というのはどういったことで林道の舗装と

いうのがあるのか、ちょっと教えていただきたい。 

林道の舗装でしょうが、農道の舗装とかいろいろあると思いますけれども、林道の舗装される

一つの条件というのはどういうことがあるかちょっと。 

議  長（糸井満雄） 山崎農林課長。 

農林課長（山﨑信之） その下谷林道の舗装を今年度させていただく分につきましては、改良事業をやっ

ております１６、１７、１８で、３カ年でやりました１７年度に改良できた部分について、今年

度舗装するということになります。舗装の基準につきましては、林道舗装につきましては、幅員

が３ｍ以上だったというように思っております。そういう幅員を持つ林道について、今回、その
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事業に対しては、京都府の事業にのっておりますから３０％の府の補助事業を使いながら、

１７年度に改良しました下谷の林道舗装をやるということになっております。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 農道の……パイバス、そのときの条件によるんですか。ケース・バイ・ケースで

すか。 

議  長（糸井満雄） 山崎農林課長。 

農林課長（山﨑信之） 舗装もどんな形でもできると思うんです。ただ、補助事業にのるかどうかが基準

になると思いますので、そこで一定程度、整備された幅を持っているなんていうことがあります

し、舗装厚の基準もあるということで、細かい数字については、また後にお願いします。 

議  長（糸井満雄） 小林議員。 

５  番（小林庸夫） 時間ありますけれども、一応きょうはこれで終わらせていただきます。 

議  長（糸井満雄） ちょうど５時前になりました。 

      お諮りします。 

      本日の会議はこの程度にとどめ延会としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

本日はこれにて延会とすることに決定しました。 

この続きは３月２６日（月曜日）午前９時３０分から開議しますので、ご参集ください。 

ご苦労さまでした。 

（延会 午後 ４時５８分） 

 


